
倭
の
五
王

は
じ
め
に

日
本
国
民
は

「倭
の
五
王
」
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。
「歴

史
学
者
」
が

「倭
の
五
王
」
は

『古
事
記
』
、
『日
本
書
紀
』
に
出
て

く
る

「天
皇
」
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「倭
の

五
王
」
に
つ
い
て
は
研
究
す
る
必
要
は
な
い
。
『古
事
記
』
『日
本
書

紀
』
を
読
め
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
す
べ
て
の

「歴
史
学
者
」
は

「雄
略
天
皇
＝
倭
王
武
」
説

で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
は

「間
違
い
な
い
」
と
い
う
。

「雄
略
天
皇
」

＝

「倭
王
武
」
＝

「
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
」
説
は
今

″
〈

一＝
「

の

「
日
本
の
歴
史
」
の
定
説
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

「倭
王
武
」
の
在
位
と

「雄
略
天
皇
」
の
在
位
は
ほ
と

ん
ど
合
わ
な
い
。
「雄
略
天
皇
」
の
在
位
は

「倭
王
興
」
の
在
位
と

ほ
ぼ

一
致
す
る
。
『日
本
書
紀
』
は

「倭
王
興
」
を

「雄
略
天
皇
」

と
し
て
記
述
し
て
い
る
。

２
０
２
２
年
９
月
２５
日
に

「埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
」

で

「倭
の
五
王
」
に
つ
い
て
講
演
を
し
た
。
日
本
国
民
に

「倭
の
五

王
」
に
つ
い
て
広
く
知
ち

て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、
そ
の
と
き
の
「講

演
資
料
」
を
本
誌
に
載
せ
る
こ
と
に
し
た
。

イ田
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「概
略
」
は
次
の
通
り
。

○

「倭
の
五
王
」
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
活
躍
を
し
た
の
か

○
ど
の
よ
う
に
し
て

「
日
本
列
島
」
や

「朝
鮮
半
島
南
部
」
を
支

配
し
た
の
か

○
「倭
の
五
王
」
の
墓
は
そ
れ
ぞ
れ
活
躍
し
た
地
に
造
ら
れ
て
い
る
。

○

「倭
の
五
王
」
の
墓
は
ど
れ
か

○

「倭
の
五
王
」
は
中
国
の
大
凌
河
上
流
の

「倭
城
」
か
ら
渡
来

し
た

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
で
あ
る
。

「卑
弥
呼
」
の
先
祖
も

「倭
城
」
か
ら
大
凌
河
を
下
り
、
「前

５０
年
」
頃
、
朝
鮮
半
島
南
部
に

「倭
国
」
を
樹
立
す
る

（講
演

資
料
外
）
。

「
２
３
０
年
頃
」
、
「卑
弥
呼
」
が

「倭
国
」
か
ら

「北
部
九

州
」
に
渡
来
し
て
、
「伊
都
国
王
権
」
を
破
り
、
魏

へ
朝
貢
し

て

「親
魏
倭
王
」
に
な
る
。
「
日
本
列
島
」
に
初
め
て

「倭
国
」

が
誕
生
す
る

（講
演
資
料
外
）。

□

「
３
９
０
年
」
に

「倭
城
」
か
ら

「倭
讃
、
珍
」
が
渡
来
し
て

「倭
の
五
王
」
の

「倭
国
」
を
建
国
す
る
。

■
日
本
列
島
に
二
回
目
の

「倭
国
」
が
誕
生
す
る
。

■

「倭
国

（倭
の
五
王
）
」
は

「
日
本
列
島
」
、
お
よ
び

「朝
鮮

半
島
南
部
」
を
支
配
す
る
。

等
々
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

第
１
章
　
「倭
の
五
王
」
の

「倭
国
」
の
成
立

「倭
の
五
王
」
と
は

『宋
書
』
の

「倭
王
」

。
「倭
の
五
王
」
全
史
料
　
（古
田
武
彦
著

『古
代
は
輝
い
て
い
た
Ⅱ
』

（朝
日
新
聞
社
）
）
（巻
末
）

『宋
書
』
は

「倭
の
五
王
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す

（「倭
の

五
王
」
全
史
料
よ
り
）。

○

「倭
讃
」
と

「倭
珍
」

。
「
４
」
。‥

（①
）
高
祖
の
永
初
二
年

（４
２
１
年
）
、
詔
し
て
日

く
、
「倭
讃
、
万
里
貢
を
修
む
。
遠
誠
宜
し
く
頸

（あ
ら
わ
）

す
べ
く
、
除
授
を
賜
う
可
し
」
と
。

。
「
５
」
‥
・
（②
）
太
祖
の
元
嘉
二
年

（４
２
５
年
）
、
讃
、
又
司

馬
曹
達
を
遣
わ
し
て
表
を
奉
り
、
方
物
を
献
ず
。
讃
死
し
て
弟

の
珍
立
つ
。

(1) 1
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○

「倭
王
済
」

・
「
９
」
…

（③
）
二
十
年

（文
帝
、
元
嘉
二
十
年

＝
４
４
３

年
）
、
倭
国
済
、
使
を
遣
わ
し
て
奉
献
す
。
復
た
以
て
安
東

将
軍
倭
国
王
と
為
す
。

○

「倭
王
興
」

。
「
１４
」
・‥

（⑤
）
済
死
す
。
世
子
興
、
使
を
遣
わ
し
て
貢
献

す
。
世
祖

の
大
明
六
年

（４
６
２
年
、
孝
武
帝
）
、
詔
し
て

曰
く
、
「
倭
王
世
子
興
、
突
世
戴

（す
な
わ
）
ち
忠
…

○

「倭
王
武
」

。
「
１７
」
・‥

（⑥
）
興
死
し
て
弟

の
武
立
ち
、
自
ら
使
持
節
都

督
、
倭

・
百
済

。
新
羅

。
任
那

・
加
羅

・
秦
韓

・
慕
韓
七
国

諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
倭
国
王
と
称
す
。
順
帝
の
昇
明
二
年

（４
７
８
年
）
、
使
を
遣
わ
し
て
表
を
上
る
。

こ
の

「讃

。
珍

。
済

・
興

・
武
」
が

「倭
の
五
王
」
で
あ
る
。

（添
付
資
料
１
…

『宋
書
』
倭
国
伝
）

０

倭
王
武
の
上
表
文

「倭
王
武
」
は
即
位
す
る
と
「
４
７
８
年
５
月
」
に
宋

へ
朝
貢
す
る
。

順
帝
昇
明
二
年
、
遣
使
上
表
日
、
封
国
偏
遠
作
藩
千
外
。
自
昔

祖
謂
射
損
甲
冑
跛
渉
山
川
不
違
寧
処
、
東
征
毛
人
五
十
五
国
、

西
服
衆
夷
六
十
六
日
、
渡
平
海
北
九
十
五
国
。
王
道
融
泰
廓
土

週
幾
累
葉
朝
宗
不
葱
干
歳
。
臣
雖
下
愚
泰
胤
先
緒
駆
率
所
統
帰

崇
天
極
道
造
。
百
済
装
治
船
肪
而
高
句
麗
無
道
…
…
。

『宋
書
』
倭
国
伝

（訳
）
順
帝
の
昇
明
二
年

（４
７
８
年
）
、
（倭
王
武
）
使

い
を

遣
わ
し
上
表
し
て
曰
く
、
「封
国
は
偏
遠
に
し
て
藩
を
外
に
作

る
。
昔
よ
り
祖
謂
男

（み
ず
か
）
ら
甲
冑
を
つ
ら
ぬ
き
、
山
川

を
跛
渉
し
、
寧
処

（安
心
し
て
生
活
す
る
）
に
違

（
い
と
ま
＝

ゆ
と
り
）
あ
ら
ず
。
東
は
毛
人
を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国
、
西

は
衆
夷
を
服
す
る
こ
と
六
十
六
国
、
渡
り
て
海
北
を
平
ら
げ
る

こ
と
九
十
五
国
。
（後
略
）

○

「倭
の
五
王
」
の
征
服
地
域

■

「東
は
毛
人
を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国
」

■

「西
は
衆
夷
を
服
す
る
こ
と
六
十
六
国
」

■

「渡
り
て
海
北
を
平
ら
げ
る
こ
と
九
十
五
国
」

朝
鮮
半
島

□

「倭
の
五
王
」
は

「西
日
本
」
「東
日
本
」
「朝
鮮
半
島
」
を
征

服
し
て
い
る
。

■

「倭
王
武
」
の
最
初
の
朝
貢
の
上
表
文
に
記
述
さ
れ
て
い
る

か
ら
倭
王
武
の
前
の
４
人
の
倭
王

（讃

・
珍

・
済

・
興
）
が

征
服
し
て
い
る
。

東
日
本

西
日
本
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2

「倭
の
五
王
」
の
従
来
説

同
　
「倭
の
五
王
」
の
系
図

『宋
書
』
、
「松
野
連
系
図
」
か
ら
判
明
す
る

「
倭
の
五
王
」
の
系
図

（添
付
資
料
２
…

「松
野
連
系
図
」
）

図
１

「倭
の
五
王
」
の
系
図

＝

「倭
の
五
王
＝
大
和
の
天
皇
」
説

今
の

「
日
本

の
歴
史
」
で
は

「倭

の
五
王
」
は

『古
事
記
』
『日

本
書
紀
』
に
出
て
く
る
天
皇
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

○

「倭
の
五
王
」
の
本
拠
地
は

「大
和
」
で
あ
る
。
（定
説
）

(「松野連系図」より)

(「松野連系図」より)

０

「雄
略
天
皇
＝
倭
王
武
」
説

「日
本
の
歴
史
学
」
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

図1「倭の五王」の系図

■

「倭
王
讃
＝
応
神
天
皇
」
説
、
「倭
王
讃
＝
仁
徳
天
皇
」
説

が
あ
る
。

■

「倭
王
珍
、
済
、
興
」
も
種

々
の
説
が
あ
る
。

-4-

武

珍

―

―

―
済

―

し
か
し

「雄
略
天
皇
＝
倭
王
武
」
は
間
違
い
な
い
。
「歴
史
学
界
」

は
こ
れ
で
統

一
し
て
い
る
。

○ 「倭の五王」の系図

興

膝

―

３

「倭
讃

・
珍
」
の
渡
来

讃

０

遠
西
の
事
件

「３
９
０
年
」
に

「遼
西
」
で
事
件
が
起
き
る
。



（孝
武
帝
太
元
十
五
年

（３
９
０
年
））
九
月
、
北
平
人
呉
柱

衆
衆
千
餘
、
立
沙
門
法
長
為
天
子
、
破
北
平
郡
、
転
寇
廣
都
、

入
自
狼
城
。

（自
狼
縣
、
前
漢
属
右
北
平
郡
、
後
漢
、
晋
省
。

魏
収
地
形
志

‥
後
魏
真
君
八
年
、
置
建
徳
郡
、
治
白
狼
城
、
廣

都
属
焉
。
燕
時
営
属
北
平
郡
。
）
燕
幽
州
牧
高
陽
王
隆
方
葬
其

夫
人
、
郡
縣
守
宰
皆
会
之
、
衆
聞
柱
反
、
請
隆
還
城
、
遣
大
兵

討
之
。
隆
日
‥

「今
間
間
安
業
、
民
不
思
乱
、
柱
等
以
詐
謀
惑

愚
夫
、
誘
脅
相
緊
、
無
能
為
也
」
。
遂
留
葬
詑
、
遣
廣
平
太
守
、

廣
都
令
先
帰
、
（「廣
平
」
営
作

「
北
平
」
）
続
遣
安
昌
侯
進
将

百
餘
騎
趨
白
狼
城
、
柱
衆
聞
之
、
皆
潰
、
窮
捕
、
斬
之
。

『資
治
通
鑑
』

（訳
）
北
平
人
の
呉
柱
は
衆
千
餘
を
衆

（あ
つ
）
め
て
、
沙
門

の
法
長
を
立
て
て
天
子
と
為
し
、
北
平
郡
を
破
り
、
転
じ
て
廣

都
を
寇

（お
か
）
し
、
自
狼
城
に
入
る
。
燕

・
幽
州
牧
の
高
陽

王
隆
は
方

（ま
さ
）
に
其
の
夫
人
の
葬
儀
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ

っ
た
。
郡

・
縣
の
守
宰
は
皆
之

（葬
儀
）
に
参
列
し
て
い

た
。
衆

（人
々
）
は
呉
柱
が
反

（そ
む
）
い
た
の
を
聞
く
。
高

陽
王
隆
は
城
に
還
り
、
大
兵
を
遣
わ
し
て
之
を
討

つ
こ
と
を
請

う
。
（中
略
）
遂
に
葬
儀
の
詑

（お
わ
）
る
の
を
留
め
て
、
廣

平
太
守
を
遣
わ
し
、
廣
都
令
を
先
に
帰
ら
せ
、
続

い
て
安
昌
候

を
遣
わ
し
、
将
に
百
餘
騎
を
進
め
て
、
自
狼
城
へ
趨

（は
じ
）

る
。
呉
柱
の
衆
は
之
を
聞
き
、
皆
潰

（
つ
ぶ
）
れ
、
窮

（き
わ

ま
）
り
、
捕
え
て
之
を
斬
る
。

１２１
¨

「倭
城
」
と
呉
柱
事
件

「
北
平
郡
を
破
り
、
転
じ
て
廣
都
を
寇

（お
か
）
し
、
自
狼
城
に

入
る
」
と
あ
る
。

「
倭
城
」
は

「
北
平
郡
」
に
あ
り
、
「自
狼
城
」
に
近
い
。
「倭
城
」

は
こ
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「倭
讃

・
珍
」
の
父

は
渡
来
し
て
い
な
い
。
こ
の
戦
い
で
戦
死
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「倭
讃

・
珍
」
は
五
島
列
島
を
通
り
、
有
明
海
に
入
り
、
「矢
部
川
」

を
遡
り
、
「福
岡
県
人
女
郡
広
川
町
」
に
渡
来
す
る

（佃
説
）。

図
２
　
倭
城

１３１
一

「倭
の
五
王
」
は
中
国
人
の
名
前

「倭
讚

（サ
ン
）
」
、
「珍

（チ
ン
）
」
は

「中
国
人
の
名
前
」
で
あ

　

一

る
。
「倭
讃

。
珍
」
が
中
国
か
ら
の
渡
来
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
　

一

い
る
。

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
は
、
「前
４
７
３
年
」
の

「呉
越
の
戦

い
」

の
時
に

「呉
地
方
」
か
ら

「黄
河
下
流
域
」
を
経
て
、
「前
３
０
０

年
」
頃
、
大
凌
河
の
上
流
に

「倭
城
」
を
建
国
す
る
。

「
３
９
０
年
」
に

「倭
城
」
か
ら

「倭
讚

・
珍
」
が
日
本
列
島

（福

岡
県
八
女
郡
）
に
渡
来
す
る
。
こ
の
間
の

「約
７
０
０
年
」
は
中
国

の
遼
西
地
方
で

「
中
国
人
」
と
共
存
し
て
い
る
。
当
然

「中
国
化
」

す
る
で
あ
ろ
う
。

「
倭
の
五
王
」
の
名
前
は
皆

「
一
字
」
で
あ
る
。
「讚

・
珍
」
の
父

親
も

「
一
字
名
」
で
あ
る
。
渡
来
し
た
後
も

「中
国
人
の
名
前
」
を

付
け
て
い
る
。
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図2 大凌河上流の自狼水と倭城
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□

「倭
人

（卑
弥
氏
）
」
は

「
７
０
０
年
」
間
も
大
凌
河
の
上
流

で

「中
国
人
」
と
住
ん
で
い
る
。
当
然

「中
国
化
」
す
る
で
あ

ろ
う

。

■
し
か
し

「倭
人

（卑
弥
氏
）」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

い

な
い
。
「倭
城
」
が
攻
め
ら
れ
た
と
き

「
日
本
列
島
」

へ
逃

げ
て
き
て
い
る
。

■
先
祖

（大
彦
、
卑
弥
呼
の
先
祖
）
が

「
日
本
列
島
へ
渡

っ
た
」

こ
と
が
語
り
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

■
そ
の
た
め

「倭
城
」
か
ら
直
接

「
日
本
列
島
」
に
渡
来
し
て

い
る
。

４
　
貴
国
の
衰
退

０
　
「３
９
１
年
」
「
３
９
２
年
」
は
貴
国
の
全
盛
期

■

「
３
６
４
年
」
に
中
国
か
ら

「多
羅
氏
」
が
渡
来
し
て
、
「熊

襲
征
伐
」
を
し
て
、
「筑
前

。
肥
前
」
に

「貴
国
」
を
建
国

す
る
。
（５５
号
）

■

「
３
９
１
年
」
に

「貴
国
」
は

「
百
済

。
新
羅
」
を
臣
民
に

す
る
。
（「好
太
王
碑
」）

■

「
３
９
２
年
」
に
百
済
の
辰
斯
王
が
貴
国
の
天
皇
に
無
礼
。

４
人
の
宿
祢

（将
軍
）
を
派
遣
し
て
責
め
る
と
百
済
国
は
辰

斯
王
を
殺
し
て
謝
る
。

○

「倭
讃

。
珍
」
が
渡
来
し
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。

０
　
「
４
０
７
年
」
に
貴
回
は
高
句
麗
と
戦
う

○
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
る
。

5

「倭
国
」
の
樹
立

０
　
「
４
１
０
年
」
頃

「貴
国
」
を
追
い
出
す

「
４
０
７
年
」
に
貴
国
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
の
を
見
て
、

「倭
讃

・
珍
」
は
貴
国
を
攻
め
、
貴
国
を
追
い
出
す
。

■
貴
国
最
後
の
仁
徳
天
皇
は
難
波

（大
阪
）

へ
逃
げ
る
。

■
貴
国
が
在

つ
た

「
筑
前

・
肥
前
」
は

「倭
讃

・
珍
」
の
領
土

に
な
る
。

□
「倭
の
五
王
」
は
膨
大
な
領
土
を
得
る
。
（最
初
の
征
服
で
あ
る
）

０
　
「倭
讚
」
に
よ
る

「倭
国
」
の
樹
立

（佃
税
）

「
４
１
２
年
」
頃
、
「倭
讃
」
は
広
川
町
に

「倭
国
」
を
樹
立
す
る
。

「倭
讃

。
珍
」
は

「倭
城
」
の

「卑
弥
氏
」
で
あ
る
。
「卑
弥
氏
」

は

「倭
国
」
を
称
す
る
。

-7-



□

「
４
１
２
年
」
頃
、
「倭
讃
」
は
福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
に

「倭

国
」
を
建
国
し
て

「倭
王
」
に
な
る
。

０
　
「倭
王
讃
」
に
よ
る
最
初
の
朝
貢

「
４
１
３
年
」
に

「倭
王
讃
」
は

「晋
」
へ
朝
貢
す
る
。

■
晋
の
安
帝

（３
９
６
年
～
４
１
８
年
）
の
時
、
倭
王
賛
有
り
。

『梁
書
』
倭
伝

■

「
２
」

（晋
安
帝
、義
熙
九
年
（４
１
３
年
））
是
の
歳
、
高
句

麗

・
倭
国
及
び
西
南
の
銅
頭
大
師
、
並
び
に
方
物
を
献
ず
。

『晋
書
』
安
帝
紀

（ま
と
め
）

□

「
３
９
０
年
」
頃
、
「倭
讃

・
珍
」
が

「倭
城
」
か
ら
渡
来
す
る
。

■

「倭
讃

・
珍
」
は
福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
に
住
み
着
く
。

■

「
４
１
０
年
」
頃
、
貴
国
を
追

い
出
す
。

■

「
４
１
２
年
」
頃
、
「倭
讃
」
は

「倭
国
」
を
樹
立
し
て

「倭

王
讃
」
に
な
る
。

■

「
４
１
３
年
」
に
初
め
て

「晋
王
朝
」

へ
朝
貢
す
る
。

第
２
章
　
「倭
の
五
王
」
の
在
位
　
（佃
説
）

（注
）
「歴
史
」
を
研
究
す
る
に
は

「
時
間

（年
代
）
」
と

「
空
間

（場
所
）」
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
。
（
（Ａ
本
）

の

「
お
わ
り
に
」
）

と
こ
ろ
が

「倭
の
五
王
」
の
在
位
を
調
べ
た
人
は

一
人
も
い
な
い
。

「倭
王
讃
」
の
在
位

１１１
〕

「倭
王
讃
」
の
最
初
の
記
録

「
４
１
３
年
」
に

「倭
王
讃
」
は
晋
王
朝

へ
初
め
て
朝
貢
す
る
。

■
晋
の
安
帝

（３
９
６
～
４
１
８
年
）
の
時
、
倭
王
賛
有
り
。

『梁
書
』
倭
伝

■
「
２
」

（晋
安
帝
、
義
熙
九
年

（４
１
３
年
）
）
是

の
歳
、
高

句
麗

・
倭
国
及
び
西
南
の
銅
頭
大
師
、
並
び
に
方
物
を
献
ず
。

『晋
書
』
安
帝
紀

「
４
１
０
年
」
頃
、
「
倭
讃

・
珍
」
は
貴
国
を
追
い
出
し
て
い
る
。

「
４
１
３
年
」
の
普

へ
の
朝
貢
が

「
倭
王
讃
」
の
最
初
の
朝
貢

で

あ
る
。
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□
「倭
王
讃
」
の
即
位
は
「
４
１
２
年
」頃
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

０
　
「倭
王
讃
」
の
朝
貢

「倭
王
讃
」
は

「
４
２
１
年
」
「
４
２
５
年
」
に
も
朝
貢
す
る
。

■

「
４
」

（①
）
高
祖

の
永
初
二
年

（４
２
１
年
）
、
詔
し
て

曰
く
、
「倭
讃
、
万
里
貢
を
修
む
。
遠
誠
宜
し
く
頸

（あ
ら

わ
）
す
べ
く
、
除
授
を
賜
う
可
し
」
と
。

■

「
５
」

（②
）
太
祖

の
元
嘉
二
年

（４
２
５
年
）
、
讃
、
又

司
馬
曹
達
を
遣
わ
し
て
表
を
奉
り
、
方
物
を
献
ず
。
讃
死
し

て
弟

の
珍
立
つ
。
使

い
を
遣
わ
し
て
貢
献
し
、
自
ら
使
持

節

。
都
督

（後
略
）
。

「
４
２
５
年
」
の
朝
貢
の
後
に

「讃
死
し
て
弟
の
珍
立
つ
」
と
あ
る
。

「
４
２
５
年
」
の
朝
貢
の
後
に
「倭
王
讃
」
は
死
去
し
て
い
る
。
「倭

王
讃
」
は

「
４
２
６
年
」
頃
に
死
去
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
王
讃
」
の
在
位

■

「
４
１
２
年
」
頃
に
即
位
す
る
。

■

「
４
２
６
年
」
頃
に
死
去
す
る
。

■
「倭
王
讃
」
の
在
位
は

「
４
１
２
年
～
４
２
６
年
」
頃
で
あ
る
。

２

「倭
王
珍
」
の
在
位

０
　
「倭
王
珍
」
の
最
初
の
朝
貢

「倭
王
珍
」
の
最
初
の
朝
貢
は

「
４
２
７
年
」
で
あ
ろ
う
。

■

「
５
」

（②
）
太
祖
の
元
嘉

二
年

（４
２
５
年
）
、
讃
、
又

司
馬
曹
達
を
遣
わ
し
て
表
を
奉
り
、
方
物
を
献
ず
。
讃
死
し

て
弟
の
珍
立

つ
。
使

い
を
遣
わ
し
て
貢
献
し
、
自
ら
使
持

節

。
都
督
共
後
略
）。

「
４
２
６
年
」
に

「倭
王
讃
」
が
死
去
し
て
、
翌
年

の

「
４
２
７

年
」
に

「倭
王
珍
」
が
朝
貢
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

０
　
「倭
王
珍
」
の
朝
貢

「倭
王
珍
」
は

「
４
３
０
年
」
「
４
３
８
年
」
に
も
朝
貢
す
る
。

■

「
６
」

（
ａ
）
（文
帝
、
元
嘉
七
年
＝
４
３
０
年
、
春
正
月
）

是
の
月
、
倭
国
王
、
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《
珍
》

■

「
７
」

（ｂ
）
（文
帝
、
元
嘉
十
五
年
＝
４
３
８
年
、
夏
四

月
）
己
巳
、
倭
国
王
珍
を
以
て
安
東
将
軍
と
為
す
。

■

「
８
」

（
ｃ
）
（文
帝
、
元
嘉
十
五
年
＝
４
３
８
年
）
是
の

歳
、
武
都
王

・
河
南
国

。
高
麗
国

・
倭
国

。
扶
南
国

・
林
邑

国
、
並
び
に
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《
珍
》
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「
４
４
３
年
」
に
は

「倭
王
済
」
が
朝
貢
す
る
。

■
「
９
」

（③
）
二
十
年

（文
帝
、
元
嘉
二
十
年
＝
４
４
３
年
）、

倭
国
済
、
使
を
遣
わ
し
て
奉
献
す
。
復
た
以
て
安
東
将
軍
倭

国
王
と
為
す
。

「倭
王
」
は
即
位
す
る
と
直
ち
に

「宋
」

へ
朝
貢
す
る
。

し
た
が
っ
て

「倭
王
珍
」
は
前
年
の

「
４
４
２
年
」
に
死
去
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

□

「倭
王
珍
」
の
在
位
は

「
４
２
７
年
～
４
４
２
年
」
で
あ
ろ
う
。

３
　
「倭
王
済
」
の
在
位

ｍ
　
「倭
王
済
」
の
最
初
の
朝
貢

前
述
の
よ
う
に

「倭
王
済
」
の
最
初
の
朝
貢
は

「４
４
３
年
」
で

あ

る

。
□

「倭
王
済
」
は

「
４
４
３
年
」
に
即
位
し
て
い
る
。

日
　
「倭
王
済
」
の
朝
貢

「倭
王
済
」
は

「
４
４
３
年
」
「
４
５
１
年
」
「
４
６
０
年
」
に
朝

貢
し
て
い
る
。

■

「
９
」

（③
）
二
十
年

（文
帝
、
元
嘉
二
十
年
＝
４
４
３
年
）
、

倭
国
済
、
使
を
遣
わ
し
て
奉
献
す
。
復
た
以
て
安
東
将
軍
倭

国
王
と
為
す
。

■

「
１０
」

（ｄ
）
（文
帝
、
元
嘉
二
十
年
、
４
４
３
年
）
是
の

歳
、
河
西
国

。
高
麗
国

。
百
済
国

。
倭
国
、
並
び
に
使
を
遣

わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《
済
》

■

「
Ｈ
」

（④
）
（文
帝
、
元
嘉
二
十
八
年

＝
４
５
１
年
）
使

持
節
都
督
、
倭

・
新
羅

。
任
那

・
加
羅

・
秦
韓

。
慕
韓
六
国

諸
軍
事
を
加
え
、
安
東
将
軍
は
故
の
如
く
、
井
び
に
上

（た

て
ま
つ
）
る
所
の
二
十
三
人
を
軍
郡
に
除
す
。
《済
》

■

「
１２
」

（
ｅ
）
（文
帝
、
元
嘉
二
十
八
年

＝
４
５
１
年
）
秋

七
月
甲
辰
、
安
東
将
軍
倭
王
済
、
安
東
大
将
軍
に
進
号
す
。

■

「
１３
」

（ｆ
）
（孝
武
帝
、
大
明
四
年

＝
４
６
０
年
、
十
二

月
丁
未
）
倭
国
、
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《済
》

■

「
１４
」

（⑤
）
済
死
す
。
世
子
興
、
使
を
遣
わ
し
て
貢
献
す
。

世
祖
の
大
明
六
年

（４
６
２
年
、
孝
武
帝
）
、
詔
し
て
曰
く
、

「倭
王
世
子
興
、
変
世
戴

（す
な
わ
）
ち
忠
、
藩
を
外
海
に

作

（な
）
し
、
化
を
稟

（う
）
け
境
を
寧

（や
す
）
ん
じ
、

恭
し
く
貢
職
を
修
め
、
新
た
に
辺
業
を
…
…
。

「
１４
」
に

「済
死
す
。
世
子
興
、
使
を
遣
わ
し
て
貢
献
す
。
世
祖

の
大
明
六
年

（４
６
２
年
、
孝
武
帝
）、
詔
し
て
曰
く
、
」
と
あ
る
。

「倭
王
済
」
が
死
去
し
て
、
次
の

「倭
王
興
」
が

「
４
６
２
年
」
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に
朝
貢
し
て
い
る
。

「倭
王
済
」
は

「
４
６
１
年
」
に
死
去
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
王
済
」
の
在
位
は

「
４
４
３
年
～
４
６
１
年
」
で
あ
ろ
う
。

４

「倭
王
興
」
の
在
位

０

「倭
王
興
」
の
最
初
の
朝
貢

「倭
王
興
」
は
前
述
の
よ
う
に

「
４
６
２
年
」
に
最
初
の
朝
貢
を

し
て
い
る
。

「倭
王
興
」
は

「
４
６
２
年
」
に
即
位
し
て
い
る
。

０

「倭
王
興
」
の
朝
貢

「倭
王
興
」
は

「
４
６
２
年
」
「
４
７
７
年
」
に
朝
貢
す
る
。

■

「
１４
」

（⑤
）
済
死
す
。
世
子
興
、
使
を
遣
わ
し
て
貢
献
す
。

世
祖

の
大
明
六
年

（４
６
２
年
、
孝
武
帝
）
、
詔
し
て
曰
く
、

「倭
王
世
子
興
、
突
世
戴

（す
な
わ
）
ち
忠
、
藩
を
外
海
に

作

（な
）
し
、
化
を
稟

（う
）
け
境
を
寧

（や
す
）
ん
じ
、

恭
し
く
貢
職
を
修
め
、
新
た
に
辺
業
を
嗣
ぐ
。
宜
し
く
爵
号

を
授
く
べ
く
、
安
東
将
軍
倭
国
王
と
す
可
し
」
と
。

■

「
１５
」

（
３

（孝
武
帝
、
大
明
六
年
＝
４
６
２
年
、
三
月
）

壬
寅
、
倭
国
王
の
世
子
、
興
を
以
て
安
東
将
軍
と
為
す
。

■

「
１６
」

（ｈ
）
（順
帝
、
昇
明
元
年
＝
４
７
７
年
）
冬
十

一

月
己
酉
、
倭
国
、
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《
興
》

■

「
１７
」

（⑥
）
興
死
し
て
弟

の
武
立
ち
、
自
ら
使
持
節
都
督
、

倭

。
百
済

・
新
羅

・
任
那

・
加
羅

。
秦
韓

・
慕
韓
七
国
諸
軍

事
、
安
東
大
将
軍
倭
国
王
と
称
す
。
順
帝

の
昇

明

二
年

（４
７
８
年
）
、
使
を
遣
わ
し
て
表
を
上
る
。
曰
く
、
「封
国

は
…
…
…

（中
略
）
…
…
以
て
忠
節
を
勤

「興
死
し
て
弟

の
武
立
ち
、
自
ら
使
持
節
都
督
、
倭

。
百
済

・
新

羅

・
任
那

。
加
羅

・
秦
韓

・
慕
韓
七
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
倭
国

王
と
称
す
。
順
帝

の
昇
明
二
年

（４
７
８
年
）、
使
を
遣
わ
し
て
表

を
上
る
。
」
と
あ
る
。

「倭
王
興
」
が
死
去
し
て
、
弟

の

「
倭
王
武
」
が

「
４
７
８
年
５

月
」
に
朝
貢
し
て
い
る
。

「倭
王
興
」
は

「
４
７
７
年
末
～
４
７
８
年
４
月
」
の
間

に
死
去

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
４
７
７
年
末
」
に
死
去
し
た
と
し
て
お
く
。

□

「倭
王
興
」
の
在
位
は

「
４
６
２
年
～
４
７
７
年
」
で
あ
ろ
う
。
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５
　
「倭
王
武
」
の
在
位

ｍ
　
「倭
王
武
」
の
最
初
の
朝
貢

「倭
王
武
」
の
最
初
の
朝
貢
は
前
述
の
よ
う

に

「
４
７
８
年
」
で

あ
る
。
「
４
７
８
年
」
に
即
位
し
て
い
る
。

例
　
「倭
王
武
」
の
朝
貢

「倭
王
武
」
は

「
４
７
８
年
」
「
４
７
９
年
」
「
５
０
２
年
」
に
朝

貢
し
て
い
る
。

■

「
１８
」

（ｉ
）
（順
帝
、
昇
明
二
年

Ｈ
４
７
８
年
）
五
月
戊

午
、
倭
国
王
武
、
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
武
を
以
て

安
東
大
将
軍
と
為
す
。

■

「
１９
」

建
元
元
年

（４
７
９
年
、
高
帝
）
進
め
て
新
た
に

使
持
節
都
督
、
倭

。
新
羅

・
任
那

。
加
羅

・
秦
韓

。
（慕
韓
）

六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
倭
王
武
に
除
し
、
号
し
て
鎮
東

大
将
軍
と
為
さ
し
む
。
　
　
　
　
　
　
『南
斉
書
』
倭
国
伝

■

「
２０
」

（①
）
（高
祖
武
帝
の
天
監
元
年

＝
５
０
２
年
）
鎮

東
大
将
軍
倭
王
武
を
進
め
て
征
東
将
軍
に
進
号
せ
し
む
。

『梁
書
』
帝
紀

一倭
王
武
」
は

「
５
０
２
年
」
ま
で
朝
貢
し
て
い
る
。

そ
の
後
の
朝
貢
の
記
録
は
無
い
。
「倭
王
武
」
は
そ
の
後
も
在
位

し
て
い
る
。
（後
述
）

□

「
倭
王
武
」
の
在
位
は

「
４
７
８
年
～
５
０
２
年
以
降
」
ま
で
。

□

「倭
の
五
王
」
の
在
位
　
（ま
と
め
）

■
倭
王
讃
　
‥
・

４
１
２
年
　
～
　
４
２
６
年

■
倭
王
珍
　
‥
・

４
２
７
年
　
～
　
４
４
２
年

■
倭
王
済
　
‥
・

４
４
３
年
　
～
　
４
６
１
年

■
倭
王
興
　
‥
・

４
６
２
年
・

～
　
４
７
７
年

■
倭
王
武
　
‥
・

４
７
８
年
　
～
　
５
０
２
年
以
降

（後
述
）

６
　
「雄
略
天
皇
」
≠

「倭
王
武
」

ｍ
　
「雄
略
天
皇
」
の
在
位

『日
本
書
紀
』
の

「雄
略
紀
」
で
は

「雄
略
元
年

＝
４
５
７
年
」

で
あ
り
、
雄
略
天
皇
の
崩
年
は

「
４
７
９
年
」
で
あ
る
。

「雄
略
天
皇
」
に
は

『古
事
記
』
に
崩
年
干
支
が
あ
り
、
「
４
８
９

年
」
に
死
去
し
て
い
る
。

一
方
、
「
倭
王
武
」
の
在
位
は

「
４
７
８
年
～
５
０
２
年
以
降
」

ま
で
あ
る
。

□
雄
略
天
皇
と
倭
王
武
の
在
位

■
雄
略
天
皇
　
‥
・

４
５
７
年
～
４
７
９
年

（４
８
９
年
）
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■
倭
王
武

４
７
８
年
～
５
０
２
年
以
降
ま
で

「雄
略
天
皇
」
と

「倭
王
武
」
の
在
位
は
全
く
合
わ
な
い
。

□
雄
略
天
皇
　
≠
　
倭
王
武

②
　
「雄
略
紀
」
は

「倭
王
興
」
の
記
録

「倭
王
興
」
の
在
位
は

「
４
６
２
年
～
４
７
７
年
」
で
あ
る
。

「雄
略
紀

（雄
略
天
皇
の
在
位
）
」
は

「
４
５
７
年
～
４
７
９
年
」

で
あ
る
。

○

「雄
略
紀
」
は

「倭
王
興
」
の
在
位
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。

□

『日
本
書
紀
』
「雄
略
紀
」
は

「倭
王
興
」
の
記
録
で
あ
る
。

同
　
「雄
略
紀
」
＝

「倭
王
興
の
記
録
」
の
検
証

「
４
６
２
年
３
月
」
に

「倭
王
興
」
は

「安
東
将
軍
倭
国
王
」
に

任
命
さ
れ
る
。

■

（孝
武
帝
、
大
明
六
年

（４
６
２
年
二
月
）
壬
寅
、
倭
国
王

の
世
子
、
興
を
以
て
安
東
将
軍
と
為
す
。
　

『宋
書
』
帝
紀

翌
月
の

「
４
６
２
年
４
月
」
に
呉

（宋
王
朝
）
か
ら
使
者
が
来
る
。

「倭
王
興
」
に
そ
れ
を
伝
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
『日
本
書
紀
』
に

次
の
記
事
が
あ
る
。

■

（雄
略
）
六
年

（４
６
２
年
）
四
月
、
呉
国
、
使
を
遣
わ
し

て
貢
献
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

呉
国

（宋
王
朝
）
は
日
本
へ
使
者
を
派
遣
し
て
倭
王
興
に

「安
東

将
軍
」
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

○

『宋
書
』
と

『日
本
書
紀
』
の
記
録
は
整
合
し
て
い
る
。

□

「雄
略
紀
」
は

「倭
王
興
」
の
記
録
で
あ
る
。

ｎ
　
「雄
略
紀
」
の
天
皇
の
本
拠
地

『日
本
書
紀
』
「雄
略
紀
」
に

「
４
６
４
年
」
に

「身
狭
村
主
青

・

檜
隈
民
使
博
徳
を
呉
国
に
使
わ
す
」
と
あ
る
。

■

（雄
略
）
八
年

（４
６
４
年
）
、
身
狭
村
主
青

・
檜
隈
民
使

博
徳
を
呉
国
に
使
わ
す
。

■

（雄
略
）
十
年

（４
６
６
年
）
、
身
狭
村
主
青
等
、
呉

の
献

じ
た
二
つ
の
鶴

（が
ち
ょ
う
）
を
も

っ
て
筑
紫
に
到
る
。
是

の
鶴
は
水
間
君
の
大
に
噛
ま
れ
て
死
ぬ
。

『日
本
書
紀
』

「身
狭
村
主
青
」
は
阿
智
王
に
呼
ば
れ
て
渡
来
し
た

「牟
佐
村
主
」

-13-



の
子
孫
で
あ
ろ
う
。
「肥
前
」
に
住
ん
で
い
る

（後
述
）。

「
４
６
６
年
」
に
身
狭
村
主
青

。
檜
隈
民
使
博
徳
は
呉
か
ら
帰
国

す
る
。
「筑
後
の
三
滞

（水
間
）」
に
上
陸
し
て
い
る
。

「雄
略
紀
」
が

「雄
略
天
皇
紀
」
で
あ
れ
ば

「身
狭
村
主
青
等
」

は

「大
和
」
に
帰
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

「筑
後
の
三
瀦
」
に
上

陸
し
て
い
る
。

「筑
後
の
三
瀦
」
か
ら
東

へ
行
く
と

「
八
女
市
」
で
あ
る
。
「倭
の

五
王
」
の
本
拠
地
で
あ
る
。

「身
狭
村
主
青
等
」
が

「
三
瀦
」
に
上
陸
し
て
い
る
の
は

「倭
王

興
」
の
本
拠
地
が
築
後
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『日
本
書
紀
』
「雄
略
紀
」
と

『宋
書
』
は
良
く
整

合
し
て
い
る
。

□

「雄
略
紀
」
の
天
皇

（倭
王
興
）
の
居
所
は

「筑
後
の
人
女
」

で
あ
る

（後
述
）。

ｍ
　
阿
智
王
の
渡
来

「阿
智
王
」
が
中
国
の
戦
乱
を
避
け
て
日
本
へ
来
る
。

姓
氏
録
第
二
十
三
巻
に
曰
く
、
阿
智
王

誉
田
天
皇
の
御
世
、
本
国
の
乱
を
避
け
、
母
並
び
に
妻
子
、
同

母
弟
迂
興
徳
、
七
姓
の
漢
人
等
を
率
い
て
帰
化
す
る
。
（中
略
）

天
皇
、
そ
の
来
た
る
志
を
衿

（あ
わ
れ
）
み
、
阿
智
王
を
号
し

て
使
主
と
為
す
。
傷
り
て
大
和
国
桧
隈
郡
郷
を
賜
り
、
之
に
居

す
。
時
に
阿
智
使
主
、
奏
し
て
言
う
、
臣
、
入
朝
の
時
、
本
郷

の
人
民
は
往
き
て
離
散
す
。
今
聞
く
、
遍
（あ
ま
ね
）
く
高
麗

・

百
済

。
新
羅
等
の
国
に
在
り
と
。
望
む
ら
く
は
使

い
を
遣
わ
し
、

喚
び
来
る
を
請
う
。
天
皇
、
即
ち
使
い
を
遣
わ
し
之
を
喚
ぶ
。

大
鶴
鵜
天
皇
の
御
世
、
落

（村
落
）
を
挙
げ
て
随

い
来
る
。
今

の
高
向
村
主

。
西
波
多
村
主

。
平
方
村
主

。
石
村
村
主

・
飽
波

村
主

。
危
寸
村
主

。
長
野
村
主

・
倅
加
村
主

・
茅
沼
山
村
主

。

高
宮
村
主

。
大
石
村
主

。
飛
鳥
村
主

・
西
大
友
村
主

。
長
田
村

主

・
錦
部
村
主

。
田
村
村
主

・
忍
海
村
主

・
佐
味
村
主

・
桑
原

村
主

。
自
鳥
村
主

・
額
田
村
主

・
牟
佐
村
主

・
甲
賀
村
主

・
鞍

作
村
主

・
播
磨
村
主

・
漢
人
村
主

。
今
来
村
主

。
石
寸
村
主

・

第
３
章
　
倭
王
讃

倭
王
讃
と
阿
知
使
主
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金
作
村
主

・
尾
張
吹
角
村
主
等
、
是
其
の
後
な
り
。

『新
撰
姓
氏
録
』
逸
文

「誉
田
天
皇
の
御
世
、
本
国
の
乱
を
避
け
、
母
並
び
に
妻
子
、
同

母
弟
迂
興
徳
、
七
姓
の
漢
人
等
を
率
い
て
帰
化
す
る
。
」
と
あ
る
。

「誉
田
天
皇
」
は

「応
神
天
皇
」
で
あ
る
。

応
神
天
皇
に
は

『古
事
記
』
に
崩
年
干
支
が
あ
り
、
「
３
９
４
年
」

に
死
去
し
て
い
る
。

貴
国
が
全
盛
の
時
代
で
あ
る
。

「大
鶴
鵜
天
皇
の
御
世
、
落

（村
落
）
を
挙
げ
て
随
い
来
る
。
」
と

あ
る
。

「大
鶴
鵜
天
皇
」
は

「仁
徳
天
皇
」
で
あ
る
。

「仁
徳
天
皇
」
に
も
崩
年
干
支
が
あ
り
、
「
４
２
７
年
」
に
死
去
し

て
い
る
。

②
　
「３０
村
」
の
誕
生

阿
智
王
が
喚
び
寄
せ
る
と

「
３０
村
主

（す
ぐ
り
、
村
長
）
」
が
誕

生
し
て
い
る
。
「
３０
の
村
」
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
阿
智
王
を
号
し
て
使
主
と
為
す
。
傷
り
て
大
和
国
桧
隈
郡
郷
を

賜
り
、
之
に
居
す
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
大

和
に

「檜
限
郡
」
は
無

い
。
「檜
隈
」
は

「佐
賀
県
鳥
栖
市
原
古
賀

町
」
の

「
日
の
隈

（檜
隈
）
」
で
あ
る

（
７９
号
）
。

図
３
　
肥
前
の

「
日
の
隈

（檜
隈
）」

（提
言
②
　
ｐ
２
６
８
）

□
阿
智
王
は

「
肥
前
」
に
来
て
い
る
。

「
３０
村
」
に

「飛
鳥
村
」
が
あ
る
。
「肥
前
の
飛
鳥
」
で
あ
る

（７９

号
）。
「大
和
の
飛
鳥
」
は

「
６
５
６
年
」
に

「皇
極
」
が

「肥
前
の

飛
鳥
」
か
ら
大
和
へ
逃
げ
て
、
「大
和
」
に
初
め
て

「飛
鳥
」
が
誕

生
す
る

（７９
号
）。

「
３０
の
村
」
は

「肥
前
」
に
誕
生
し
て
い
る
。
そ
の
中
に

「牟
佐

村
主
」
が
い
る
。

「牟
佐
」

＝

「身
狭
」
で
あ
る
。
「身
狭
村
主
青
」
は
そ
の
子
孫
で

あ
ろ
う
。

０
　
「倭
王
讃
」
と
阿
知
使
主

「阿
知
使
主
」
の
渡
来
は

『日
本
書
紀
』
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（応
神
）
二
十
年
九
月
、
倭
漢
直
の
祖
阿
知
使
主
が
其
の
子
都

加
使
主
、
並
び
に
己
の
黛
類

（と
も
が
ら
）
十
七
縣
を
率
い
て

来
帰

（く
）
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

『新
撰
姓
氏
録
』
「阿
智
王
」
で
は

「誉
田
天
皇

（応
神
天
皇
）
の

御
世
」
に
渡
来
し
た
と
記
す
。
「応
神
天
皇
」
は

「
３
９
４
年
」
に

死
去
し
て
い
る
。
貴
国
の
全
盛
期
で
あ
る
。
「
肥
前
の
檜
隈

（日
の

隈
）
」
に
は
貴
国
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
。
中
国
か
ら
の
逃
亡
者
を

住
ま
わ
せ
る
土
地
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
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「応
神
紀
」
の
年
代
は
間
違
っ
て
い
る
。
年
代
を
復
元
す
る
と
「
（応

神
）
二
十
年
」
は

「
４
１
２
年
」
頃
に
な
る

（復
元
④
）。

「
４
１
２
年
」
は

「倭
王
讃
」
が
貴
国
を
追

い
出
し
て

「倭
国
」

を
樹
立
し
た
時
期
で
あ
る
。
「肥
前
の
土
地
」
は
空
地
に
な
つ
て
い
る
。

□

「
４
１
２
年
」
頃
、
倭
王
讃
は
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島

へ
逃
げ
て

い
た
人
々
を
呼
び
寄
せ
て
肥
前
に
住
ま
わ
せ
る
。

■
肥
前
に

「
３０
村
」
が
誕
生
す
る
。

「
（応
神
）
三
十
七
年
」
に
阿
知
使
主

（あ
ち
お
み
）
は
中
国
の

「呉

（宋
王
朝
）」
へ
派
遣
さ
れ
る
。

（応
神
）
三
十
七
年
二
月
、
阿
知
使
主

・
都
加
使
主
を
呉
に
遣

わ
し
、
縫
工
女
を
求
め
し
む
。

（応
神
）
四
十

一
年
二
月
、
天
皇
、
明
官
に
崩
ず
。
是
月
、
阿

知
使
主
等
、
呉
よ
り
筑
紫
に
至
る
。
時
に
胸
形
大
神
、
工
女
等

を
乞
う
有
り
。
故
、
兄
媛
を
以
て
胸
形
大
神
に
奉
る
。
是
則
ち
、

今
筑
紫
国
に
在
る
御
使
君
の
祖
な
り
。
す
で
に
し
て
其
の
三
婦

女
を
率
い
て
以
て
津
国
に
至
り
、
武
庫
に
及
ぶ
。
而
し
て
天
皇
、

之
に
崩
じ
、
及
ば
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

阿
知
使
主
は

「
（応
神
）
三
十
七
年
」
に

「呉

（宋
王
朝
）
」
に
派

遣
さ
れ
て
、
「
（応
神
）
四
十

一
年
」
に
帰

っ
て
来
る
。

「
（応
神
）
三
十
七
年
」
は

「
４
２
２
年
」
で
あ
り
、
「
（応
神
）
四

十

一
年
」
は

「
４
２
６
年
」
で
あ
る

（５４
号
、
復
元
④
）。

「
（応
神
）
三
十
七
年
（４
２
２
年
）」、
「
（応
神
）
四
十

一
年
（４
２
６

年
）
」
に

「呉

（宋
王
朝
）
」
と
交
流
し
て
い
る
の
は

「倭
王
権

（倭

の
五
王
）
」
で
あ
る
。

「
阿
知
使
主
等
、
呉
よ
り
筑
紫
に
至
る
」
と
あ
り
、
「津
国
に
至
り
、

武
庫
に
及
ぶ
」
と
あ
る
。

「津
国
」
は

「島
原
半
島
」
で
あ
り
、
「武
庫
」
は

「佐
賀
市
諸
富

町
諸
富
津
」
で
あ
る

（４２
号
）
。

「阿
知
使
主
等
」
は
有
明
海
に
入
り
、
筑
後
川
の

「諸
富
津
」
に

上
陸
し
て
い
る
。

図
４
　
武
庫

（佐
賀
市
諸
富
町
諸
富
津
）

（４２
号
　
住
吉
町

（榎
津
）
と
諸
富
津
）

「
４
２
２
年
」
、
「
４
２
６
年
」
は
「倭
王
讃
」
の
時
代
で
あ
る
。
『日

本
書
紀
』
「応
神
紀
」
の
天
皇
は

「倭
王
讃
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

阿
知
使
主
は

「
４
２
６
年
」
に
帰
国
す
る
。
そ
の
直
前
に

「倭
王

讃
」
は
崩
じ
る
。
（５４
号
、
復
元
④
）

「倭
王
讃
」
の
本
拠
地
は

「
人
女
郡
広
川
町
」
で
あ
る
。

「
阿
知
使
主
」
は

「倭
王
讃
」
の
命
令
で
呉

へ
派
遣
さ
れ
、
「筑
後
」

へ
帰

っ
て
来
て

「倭
王
讃
」
に
帰
国
の
報
告
を
す
る
は
ず
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が

「倭
王
讃
」
は
直
前
に
死
去
す
る
。
阿
知
使
主
は
ひ
と
ま

ず
自
宅

（日
の
限
）
に
帰

っ
た
の
で
あ
る
。
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２
　
倭
王
讃
と
称
号

「連

（む
ら
じ
）
」

ｍ
　
「宿
稲
」
と

「連

（む
ら
じ
）
」
の
称
号

『先
代
旧
事
本
紀
』
（
『旧
事
本
紀
』
と
略
）
に
、
「物
部
氏
」
の

「
八

世
」
の
孫
に

「物
部
脂
咋

（
い
ぐ
い
）
宿
謂
」
が
居
る
。

八
世
孫
物
部
武
諸
隅

（た
け
も
ろ
ず
み
）
連
公
　

　

（新
河
大

連
の
子
な
り
）

孫
物
部
脂
咋

（
い
ぐ
い
）
宿
謂
　
　
（十
市
根
大
連
の
子
な

り
）此

の
宿
謂
は
志
賀
高
穴
穂
宮
御
宇
天
皇

（成
務
天
皇
）
の

御
世
に
元

（は
じ
め
て
）
大
臣
と
な
る
。
次
に
宿
謂
と
為
る
。

（中
略
）
其
の
宿
謂
の
官
は
始
め
て
こ
の
時
に
起
こ
れ
り
。

『旧
事
本
紀
』

「物
部
胸
咋

（
い
ぐ

い
）
宿
蒲
」
に
は

「
宿
謂
」
の
称
号
が

つ
い

て
い
る
。

「
宿
謂
」
の
称
号
は

「貴
国
」
の
称
号

で
あ
る
。

「其
の
宿
祠
の
官
は
始
め
て
こ
の
時
に
起
こ
れ
り
」
と
あ
る
。

□

「
３
６
４
年
」
に

「貴
国
」
が
肥
前
に
建
国
さ
れ
る

（５５
号
）。

○

「物
部
謄
昨

（
い
ぐ
い
）
宿
謂
」
は

「貴
国
」
か
ら

「宿
頑
」

の
称
号
を
賜

っ
て
い
る
。

■

「
３
６
４
年
」
以
降
に

「物
部
氏
」
は

「貴
国
」
の
支
配
下

に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『旧
事
本
紀
」
「天
孫
本
紀
」
の

「九
世
孫
物
部
多
遅
麻

（た
じ
ま
）

連
公
」
の
孫
に

「孫
物
部
五
十
琴

（
い
ご
と
）
宿
謂
連
公
」
が
居
る
。

九
世
孫
物
部
多
遅
麻

（た
じ
ま
）
連
公

子
な
り
）

孫
物
部
五
十
琴

（
い
ご
と
）
宿
爾
連
公

子
な
り
）

「
物
部
五
十
琴

（
い
ご
と
）
宿
謂
連
公
」
は

「
脂
昨
宿
市
の
子
な

り
」
と
あ
る
。

「
物
部
五
十
琴
宿
謂
連
公
」
に
は

「宿
謂
」
と

「連
」
の
称
号
が

付

い
て
い
る
。

そ
の
子

「物
部
伊
菖
弗
連
公
」
に
は

「
連
」

の
称
号
だ
け
で
あ
る
。

十
世
孫
物
部
印
葉

（
い
に
ば
）
連
公
　
　
（多
遅
麻
大
連
の
子

な
り
）此

の
連
公
は
軽
島
豊
明
宮
御
宇
天
皇

（応
神
天
皇
）
の
御

世
に
拝
し
て
大
連
と
な
る
。

孫
物
部
伊
菖
弗
連
公
　
　
（五
十
琴
宿
謂
の
子
な
り
）

『旧
事
本
紀
』

（武
諸
隅
大
連
の

（脂
咋
宿
市
の

『旧
事
本
紀
』
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「物
部
五
十
琴

（
い
ご
と
）
宿
蒲
連
公
」
に
は

「宿
謂
」
と

「連
」

の
両
方
の
称
号
が
付
い
て
い
る
。
「物
部
五
十
琴

（
い
ご
と
）
」
は
「貴

国
」
の
支
配
下
に
あ
り
、
そ
の
後

「倭
国
」
の
支
配
下
に
入
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

「物
部
五
十
琴

（
い
ご
と
）」
の
時
に

「貴
国
」
か
ら

「倭
国
」
に

交
代
し
て
い
る
。

「
４
１
０
年
」
頃
、
「倭
王
讃
」
は

「貴
国
」
を
追

い
出
す
。
「物

部
五
十
琴

（
い
ご
と
）」
は
丁
度
そ
の
時
期
に
居
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が

っ
て
称
号

「連
」
は

「倭
王
讃
」
が
つ
け
た
称
号
で
あ
る
。

□

「倭
王
讃
」
は
称
号

「連

（む
ら
じ
）」
を
制
定
す
る
。

■

「連
」
は

「倭
の
五
王

（倭
王
権
）」
の
称
号
で
あ
る
。

■

「物
部
氏
」
の
本
拠
地
は

「筑
前
の
鞍
手
郡
」
で
あ
る
。

■

「
倭
王
讃
」
は

「北
部
九
州
全
域
」
を
征
服
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

（注
）
「
人
世
孫
物
部
武
諸
隅

（た
け
も
ろ
ず
み
）
連
公
」
と
あ
る
。

物
部
氏
が
「宿
爾
」
の
称
号
を
与
え
ら
れ
る
前
の
人
物
で
あ
る
。
「連
」

の
称
号
は
ま
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に

「物
部

武
諸
隅

（た
け
も
ろ
ず
み
）
連
公
」
と
あ
る
の
は

『旧
事
本
紀
』
を

記
述
す
る
と
き
に
勝
手
に
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

３
　
倭
王
讃
の
墓

０
　
石
人
山
古
墳

「石
人
山
古
墳
」
は
人
女
郡
広
川
町
に
あ
る
。
広
川
町
を
見
下
ろ

す
よ
う
な
岡
の
上
に
あ
る
。
全
長
１
３
０

ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。

「石
人
山
古
墳
」
は
広
川
町
を
治
め
た

「王
」
の
墓
に
ふ
さ
わ
し
い
。

石
人
山
古
墳
は

「
５
世
紀
前
半
」
の
古
墳
で
あ
る
と

い
う
。
「倭

王
讃
」
は
「
４
２
６
年
」
頃
に
死
去
し
て
い
る
。
石
人
山
古
墳
は

「倭

王
讃
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。

□

「石
人
山
古
墳
」
は

「倭
王
讃
」
の
墓
で
あ
る
。

ａ
　
石
人

・
石
馬

石
人
山
古
墳
の
上
に
は
大
き
な

「
石
人
」
が
立
て
て
あ

っ
た
。
今

は
石
人
山
古
墳
の
前
の
建
物
に
収
め
て
あ
り
、
常
時
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
巨
大
な

「
石
人
」
は
優
れ
た
石
工
技
術
で
作
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

日
本
列
島
に
は
こ
の
よ
う
な
石
工
技
術
は
存
在
し
な
か

っ
た
。

「倭
王
讃

・
珍
」
が
日
本
へ
優
れ
た
石
工
技
術
を
も
た
ら
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

北
部
九
州
に

「
石
工
文
化
」
が
広
ま
る
。

図
５
　
九
州
に
お
け
る
石
人

・
石
馬
類
の
分
布

（原
田
大
六
著

『磐
井
の
坂
乱
』
（河
出
書
房
新
社
）
、
復
元
⑤

ｐ
ｌ４
）
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鳥 取 大 分 本熊 福 岡 県

石
馬
ヶ
谷

自

塚

下

山

三
ノ
宮
神
社

船
山
古
墳
群

チ
プ
サ
ン

日

塚

フ
タ
ツ
カ
サ
ン

官
ノ
尾
古
墳
群

イ
シ
ノ
ム
ロ

姫
ノ
城
古
墳

天

堤

石
神
山

石
人
山

壺
福
古
墳
群

稲
荷
山

岩
戸
山

古

墳
　
名

伯
書

・
西
伯
郡
淀
江
町
福
岡

豊
後
。
日
杵
市
熊
崎

。
日
塚
神
社

最
後
。
日
杵
市
下
山

肥
後
・
荒
尾
市
平
井
手

・
三
ノ
官
神
社

肥
後
・
玉
名
郡
菊
水
町
江
田
・
清
原

肥
後
・
山
鹿
市
城

。
西
福
寺

肥
後
・
山
鹿
市
石

肥
後
・
菊
池
市
木
柑
子

肥
後
。
熊
本
市
池
田
町
富
ノ
尾

肥
後
・
下
査
城
郡
城
南
町
環
原

肥
後
。
人
代
郡
竜
北
村
大
野
・
北
川

肥
後
。
人
代
郡
竜
北
村
野
津
。
下
北
山
王

筑
後
・
八
女
市
長
峰

。
古
田

筑
後
・
三
池
郡
高
田
町
上
縮
田

筑
後
・
八
女
郡
広
川
町

一
条

筑
後
・
八
女
市
豊
一福

筑
後
・
大
牟
田
市
稲
荷
山

所
　
　
　
在
　
　
　
地

馬

一

短
甲
二

短
甲

一

武
装
石
人
一

武
装
石
人
一
。
腰
掛
（机
？
）
一
・

刀
ｏ
小
家
形
棺
一

人
物

一

武
装
石
人
一

人
物
一

人
物
一

壼
の
柄
？

嚇
三
。
蓋
二

蓋

一

武
装
石
人
一

武
装
石
人
一
。
他

武
装
石
人
・裸
俸
石
人
・馬
。鶏
・水

島
・猪
・杖
・盾
力

・壮
・書
・麟

武
装
石
人
一

短
甲

一 石
　
　
製
　
　
品

前
方
後
円

前
方
後
円

前
方
後
円

前
方
後
円

前
方
後
円

。
円

前
方
後
円

円前
方
後
円

前
方
後
円

。
円

円前
方
後
円

前
方
後
円
？

前
方
後
円

前
方
後
円

前
方
後
円

前
方
後
円
。
円

不

明

墳

　

　

形

不
　
明

船
形
石
棺
二

家
形
石
棺
一

不

明

横
口
家
形
石
棺
、
他

横
穴
式
石
室

（装
飾
）

横
穴
式
石
室

（装
飾
）

横
穴
式
石
室

横
穴
式
石
室

（装
飾
）

横
口
家
形
石
棺
（装
飾
）

不
　
明

不
　
明

船
形
石
棺
三

横
穴
式
石
室

横
口
家
形
石
棺
（装
飾
）

不
　
明

不

明

不

明
埋

葬

施

設

表 1 石製表飾品発見古墳一覧
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表
１
　
石
製
表
飾
品
発
見
古
墳

一
覧

（復
元
⑤
　
ｐ
９
）

「石
人

・
石
馬
」
の
分
布
は
主
に

「筑
後
」
と

「肥
後
」
の
有
明

海
沿
岸
地
域
で
あ
る
。

□

「倭
王
讃

。
珍
」
は
日
本
へ
優
れ
た
石
工
技
術
を
も
た
ら
し
た
。

■

「石
人

。
石
馬
」
の
分
布
は

「
倭
王
権

（倭
の
五
王
）
」
の

勢
力
の
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。

■

「石
人

・
石
馬
」
は
肥
後
南
部
や
豊
後
ま
で
広
が

っ
て
い
る
。

■

「石
人

。
石
馬
」
の
分
布
は

「
倭
の
五
王
」
が

「中
部
九
州
」

ま
で
征
服
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

□

「石
人

・
石
馬
」
は
墓
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
「倭
王
権
」
が

派
遣
し
た
武
将
の
墓
で
あ
ろ
う
。

第
４
章
　
倭
王
珍

倭
王
珍
の
朝
貢

１１１
¨

「
１３
人
の
将
軍
」

「
４
２
６
年
」
に
倭
王
讃
が
死
去
し
て
、
「
４
２
７
年
」
に

「倭
王

珍
」
が
即
位
す
る
。

太
祖
の
元
嘉
二
年
共

４
２
５
年
）
、
讃
、
又
司
馬
曹
達
を
遣
わ

し
て
表
を
奉
り
、
方
物
を
献
ず
。
讃
死
し
て
弟
の
珍
立
つ
。
使

い
を
遣
わ
し
て
貢
献
し
、
自
ら
使
持
節

。
都
督
、
倭

・
百
済

・

新
羅

・
任
那

・
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍

・
倭

国
王
と
称
し
、
表
し
て
除
正
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
む
。
詔
し
て

安
東
将
軍
倭
国
王
に
除
す
。
珍
、
又
倭
隋
等
十
三
人
を
平
西

・

征
虜

・
冠
軍

・
輔
国
将
軍
の
号
に
除
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
詔
し

て
並
び
に
聴

（ゆ
る
）
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『宋
書
』

「
倭
王
珍
」
は
即
位
す
る
と
直
ち
に

「宋
」

へ
朝
貢
す
る
。

こ
の
時

「珍
、
又
倭
隋
等
十
三
人
を
平
西

・
征
虜

・
冠
軍

。
輔
国

将
軍
の
号
に
除
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
詔
し
て
並
び
に
聴
（ゆ
る
）
す
。
」

と
あ
る
。

「
倭
王
珍
」
は
即
位
す

る
と
直
ち
に

「
１３
人

の
将
軍
」
を

「
宋
」

が
認
め
る
よ
う
に
請
願
し
て
い
る
。
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「
１３
人
の
将
軍
」
は

「倭
王
讃
」
の
時
代
に
活
躍
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

０
　
「倭
隋
」
と

「平
西
将
軍
」

「
１３
人
の
将
軍
」
の
中
に

「倭
隋
」
が
居
る
。
名
前
が
あ
る
の
は

「倭
隋
」
だ
け
で
あ
る
。
「倭
隋
」
は
筆
頭
将
軍
で
あ
ろ
う
。
最
初

に
出
て
く
る
将
軍
名
は

「平
西
」
で
あ
る
。
「倭
隋
」
は

「平
西
将

軍
」
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「平
西
」
は

「西
を
平
定
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
「西
」

は

「西
日
本
」
で
あ
ろ
う
。

□

「
倭
隋
」
は

「西
日
本
」
を
平
定
し
た
将
軍
で
あ
ろ
う
。

２
　
「倭
隋
」
と
江
田
船
山
古
墳

０
　
「倭
讃
」
と

「倭
隋
」

「倭
王
讃
」
は

『宋
書
」
に

「倭
讃
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
「倭
」

は
姓
で
あ
り
、
「名
前
」
は

「讃
」
で
あ
ろ
う
。

「倭
隋
」
も
姓
は

「倭
」
で
あ
り
、
名
前
は

「隋
」
で
あ
ろ
う
。

「倭
王
讃
」
「倭
王
珍
」
は

「倭
王
」
に
な

っ
て
い
る
。
「倭
」
は

「王
族
」
の

「姓
」
で
あ
る
。

「倭
隋
」
も

「倭
」
姓
で
あ
る
。
「倭
隋
」
は

「倭
王
讃
」
「倭
王

珍
」
と
同
族
で
あ
ろ
う
。

―

―

隋

―
―
珍

―

―

讃

そ
の
た
め

「倭
隋
」
は
筆
頭
将
軍
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「倭
王
讃
」
「倭
王
珍
」
と

「倭
隋
」
は
従
兄
弟
で
あ
ろ
う
。
（佃
説
）

図
６
　
倭
讃

・
珍
と
倭
隋
の
系
図

０
　
江
田
船
山
古
墳

「江
田
船
山
古
墳
」
は
、
熊
本
県
玉
名
郡
和
水
町
大
字
江
田
に
あ

る
。
「前
方
後
円
墳
」
で
あ
る
。
墳
丘
は
３
段
築
成
で
全
長
６２

ｍ
、

○倭讃・珍と倭隋の系図

藤 (兄 ) (弟 )

図6 倭讃・珍と倭隋の系図

-24-



谷雪蝿
亀甲■文広●式全爛■  饉盪腱

"竹
耳

"   
亀甲彙文全鋼籠薇

■,付■  凛 餞●颯tt文螢亀含目■■饉竹●

■
倉口襲●■■

全■■椰ロ

3M
轟轟島
宝■

"立
●脅姜●武含口饉

00
全■

後
円
部
径
４ｌ

ｍ
で
あ
る
。
盾
形
の
周
堀
を
め
ぐ
ら
し
、
円
筒
埴
輪
を

樹
立
す
る
。

自
石
太

一
郎
氏
は

『古
墳
の
語
る
古
代
史
』
（岩
波
現
代
文
庫
）

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

副
葬
品
に
複
数
の
冠

・
耳
飾
り

ｏ
短
甲
な
ど
が
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
も
、
被
葬
者
は

一
人
で
は
な
く
、
複
数
で
あ

つ
た
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
。
す
で
に
何
人
か
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
そ
れ
ら
の
副
葬
遺
物
の
な
か
に
は
、
金
銅
透
彫
冠
帽
、

長
型
垂
飾
付
耳
飾
、
金
銅
帯
金
具
、
竜
文
鉄
地
金
銅
張
鏡
板
付

轡
を
と
も
な
う
馬
具
、
衝
角
付
冑
、
横
矧
板
鋲
留
短
甲
な
ど
五

世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
る
古
相
の
遺
物
群
と
亀
甲
繋
文
広
帯
式

金
銅
冠
、
短
型
垂
飾
付
耳
飾
、
亀
甲
繋
文
金
銅
飾
履
、
横
矧
板

皮
綴
短
甲
、
鉄
素
環
鏡
板
付
轡
や
鉄
輸
鐙
を
と
も
な
う
馬
具
な

ど
六
世
紀
初
め
頃
と
考
え
ら
れ
る
新
相
の
遺
物
群
が
見
出
せ
る
。

さ
ら
に
宝
珠
形
立
飾
付
狭
帯
式
金
銅
冠
や
垂
飾
を
と
も
な
わ
な

い
金
環
な
ど
は
、
さ
ら
に
新
し
い
最
新
相
の
遺
物
群
と
し
て
分

類
で
き
る
可
能
性
が
大
き
い
。
少
な
く
と
も
埋
葬
の
時
期
を
そ

れ
ぞ
れ
異
に
す
る
、
金
銅
製
の
冠

・
冠
帽
を
も

つ
た
被
葬
者
が

三
人
い
た
こ
と
は
ま
ず
確
実
と

い
え
よ
う
。
　

白
石
太

一
郎
氏

図
７
　
江
田
船
山
古
墳
の
副
葬
品

（『古
墳
の
語
る
古
代
史
』
（岩
波
現
代
文
庫
）

ｐ
ｌ
８
０
）

（６２
号
）

図7 江田船山古墳の副葬品にみられる二相
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「
江
田
船
山
古
墳
」
は
追
葬
が
２
回
行
わ
れ

て

い
る
と
い
う
。
３

人
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。

江
田
船
山
古
墳
の
被
葬
者
と
そ
の
時
期
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

江
田
船
山
古
墳
の
被
葬
者
と
そ
の
時
期

○
初
葬

（古
相
）

・…
‥
５
世
紀
後
半

■
副
葬
品
…
金
銅
透
彫
冠
帽
、
長
型
垂
飾
付
耳
飾
、
金
銅
帯
金

具
、
竜
文
鉄
地
金
銅
張
鏡
板
付
轡

○
追
葬

（１
回
目
）
（新
相
）
…
…
５
世
紀
末
～
６
世
紀
初
頭

■
副
葬
品
…
亀
甲
繋
文
広
帯
式
金
銅
冠
、
短
型
垂
飾
付
耳
飾
、

亀
甲
繋
文
金
銅
飾
履
、
横
矧
板
皮
綴
短
甲
、
鉄
素
環
鏡
板
付

轡
や
鉄
輪
鐙
を
と
も
な
う
馬
具
な
ど

○
追
葬

（２
回
目
）
（最
新
相
）
…
…
６
世
紀
後
半

■
副
葬
品
…
宝
珠
形
立
飾
付
狭
帯
式
金
銅
冠
、
垂
飾
を
と
も
な

わ
な
い
金
環
な
ど

「
江
田
船
山
古
墳
」
の
主

（初
葬
者
）
は

「
５
世
紀
後
半
」
に
埋

葬
さ
れ
て
い
る
。

副
葬
品
に

「王
冠
」
が
あ
る
。
「江
田
船
山
古
墳
」
の
主
は

「王
」

に
な
ら

て
い
る
。

「倭
の
五
王
」
は

「大
王
」
で
あ
る
。
「倭
王
」
に
仕
え
て

「王
位
」

に
即

い
て
い
る
の
は

「倭
王
」
と
同
族
で
あ
り
、
「筆
頭
将
軍
」
に

任
命
さ
れ
た

「倭
隋
」
で
あ
ろ
う
。

「江
田
船
山
古
墳
」
は

「倭
隋
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。

「倭
王
讃
」
は

「
４
２
６
年
」
に
死
去
し
て
お
り
、
「倭
王
珍
」
は

「
４
４
２
年
」
に
死
去
し
て
い
る
。
「倭
隋
」
は

「倭
王
讃
」
「倭
王

珍
」
に
仕
え
て
い
る
。
死
去
す
る
の
は

「
４
４
０
年
頃
～
４
５
０
年

頃
」
で
あ
ろ
う
。
墓
が
作
ら
れ
る
の
は

「
５
世
紀
後
半
」
に
な
る
。

「江
田
船
山
古
墳
」
の
時
期
と

一
致
す
る
。

□

「
江
田
船
山
古
墳
」
は

「倭
隋
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。

■

「
王
冠
」
が
出
土
し
て
い
る
。

■

「倭
隋
」
は

「王
」
に
な

っ
て
い
る
。
「
江
田
王
」
で
あ
る
。

３
　
「倭
王
讃
」
と

「倭
隋
」
の
関
係

０
　
妻
入
横
口
式
家
形
石
棺

「石
人
山
古
墳
」
の
石
棺
は

「妻
入
横
口
式
家
形
石
棺
」
で
あ
る
。

石
棺
の
蓋
に
は
見
事
な

「直
弧
文
」
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

図
８
　
石
人
山
古
墳
の
直
弧
文

（復
元
（Ｏ
　
ｐ
ｌ６
）

「石
人
山
古
墳
」
の
石
材
は
熊
本
県
の
菊
池
川
下
流
域
か
ら
運
ば

れ
て
い
る
と

い
う
。
『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
（第
８０
集
）

所
収
の
高
木
正
文
氏
の

「肥
後
に
お
け
る
装
飾
古
墳
の
展
開
」
の
中
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で

「
（石
人
山
古
墳
の
）
石
材
は
肥
後
の
菊
池
川
下
流
域
か
ら
運
ば

れ
た
も
の

（高
木
恭
二
氏
教
示
）
」
と
あ
る
。

「菊
池
川
下
流
域
」
は

「江
田
船
山
古
墳
群
」
の
あ
る

「玉
名
郡
」
、

お
よ
び
そ
の
下
流
の

「玉
名
市
」
で
あ
る
。
石
人
山
古
墳
の
石
棺
は

「江
田
船
山
古
墳
群
」
の
あ
る
菊
池
川
下
流
域
か
ら
八
女
古
墳
群
ま

で
運
ば
れ
て
い
る
。

０
　
江
田
船
山
古
墳
の
石
棺

「江
田
船
山
古
墳
」
も

「妻
入
横
口
式
家
形
石
棺
」
で
あ
る
。

図
９
　
江
田
船
山
古
墳
の
石
棺

「横
口
式
家
形
石
棺
」
は
有
明
海
沿
岸
に
多
く
分
布
し
て
い
る
。

表
２
　
横
口
式
家
形
石
棺
の
地
名
表

図8 石人山古墳の横口式家形石棺

図9 江田船山古墳の家形石棺
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「横
口
式
家
形
石
棺
」
は

「倭
王
権

（倭
の
五
王
）
」
の
石
棺
で
あ

る
。「石

人
山
古
墳

（倭
王
讃
）
」
の

「妻
入
横
口
式
家
形
石
棺
」
は

「倭

隋
」
が
造
り
、
江
田
か
ら
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

「倭
王
讃
」
の
石
棺
に
は
素
晴
ら
し
い

「直
弧
文
」
を
彫

っ
て
い

る
。
自
分
の
石
棺
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
彫

っ
て
い
な
い
。
自
分

が
仕
え
た

「
王
」
に
対
し
て
の
礼
儀
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
隋
」
は

「倭
王
讃
」
の
た
め
に
石
棺
を
造
る
。

■
石
棺
は

「妻
入
横
口
式
家
形
石
棺
」
で
あ
り
、
蓋
に
は
素
晴

ら
し
い
直
弧
文
を
彫

っ
て
い
る
。

■

「倭
隋
」
が
石
棺
を
江
田
か
ら
八
女
古
墳
群
ま
で
運
ん
で
い

る

。

■

「
倭
隋
」
は

「倭
王
讃
」
を
如
何
に
尊
敬
し
て
い
る
か
が
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。

４
　
倭
王
珍
に
よ
る

「西
日
本
」
の
征
服

田
　
「四
国
ル
ー
ト
」
の
開
拓

高
木
恭
二
氏
は

「九
州
の
割
抜
式
石
棺
に
つ
い
て
」
（
『古
代
文
化
』

１
９
９
４
年
５
月
号
）
の
中
で

「九
州
か
ら
運
ば
れ
た
石
棺
」
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。

畿
内
地
方
で
の
長
持
形
石
棺
の
使
用
が
終
焉
を
迎
え
る
の
は
５

世
紀
後
半
頃
で
、
恐
ら
く
そ
れ
に
替
わ
っ
て
登
場
し
た
の
が
九

州
の
舟
形
石
棺
で
あ

っ
た
ろ
う
。
初
め
は
北
肥
後
Ｉ
型
舟
形
石

棺
で
あ

っ
た
が
、
５
世
紀
の
末
頃
に
な
っ
て
そ
れ
は
中
肥
後
型

舟
形
石
棺
に
取
っ
て
替
わ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
高
木
恭
二
氏

図
１〇
　
九
州
か
ら
運
ば
れ
た
阿
蘇
石
製
石
棺
の
分
布

（復
元
⑤

　
ｐ
ｌ
ｌ
８
）

図
の
左
上
に

「菊
池
川
下
流
域
産
石
棺
」
と
あ
る
。
そ
の
上
に
「蓮

華
寺
石
棺
」
「
観
音
寺
丸
山
石
棺
」
「唐
櫃
山
石
棺
」
が
あ
る
。
菊
池

川
下
流
域
か
ら
運
ば
れ
た
石
棺
で
あ
る
。

図
を
見
る
と

「菊
池
川
下
流
域
」
か
ら
の

「
ル
ー
ト
」
が
描
か
れ

て
い
る
。
「蓮
華
寺
石
棺
」
「
観
音
寺
丸
山
石
棺
」
は
そ
の

「
ル
ー
ト
」

に
あ
る
。

○
香
川
県
観
音
寺
市
の
古
墳

■
青
塚
古
墳
　
・‥
　
前
方
後
円
墳
、
竪
穴
式
石
室
、
舟
形
石
棺
、

５
世
紀
中
葉

■
丸
山
古
墳
　
‥
・

円
墳
、
横
穴
式
石
室
、
舟
形
石
棺
、
５
世

紀
中
葉

「北
肥
後
Ｉ
型
舟
形
石
棺
」
が

「
５
世
紀
中
葉
」
頃
に

「菊
池
川

下
流
域
」
か
ら

「
四
国
」

へ
運
ば
れ
て
い
る
。
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菊
池
川
下
流
域
か
ら
派
遣
さ
れ
た

「武
将
」
が
死
去
す
る
と
き
に

「舟
形
石
棺
」
を
故
郷
か
ら
取
り
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の

「武
将
」
は
菊
池
川
下
流
域
か
ら

「西
日
本
」
を
征
服

す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

「倭
隋
」
は

「
４
４
０
年
頃
～
４
５
０
年
頃
」
死
去
し
て
い
る

（前

述
）。
時
期
が

一
致
す
る
。
こ
の
征
服
は

「
平
西
将
軍
」
の

「倭
隋
」

が
実
行
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

□

「
５
世
紀
前
半
の
後
葉
」
頃
か
ら

「西
日
本
」
の
征
服
が
始
ま
る
。

■

「倭
王
珍

（４
２
７
年
～
４
４
２
年
）
」
の
時
代
で
あ
る
。

■

「平
西
将
軍
」
の

「倭
隋
」
が
実
行
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

■
四
国
で
死
去
し
た
武
将
は

「
四
国
ル
ー
ト
」
を
守
る
役
目
で

あ

ろ

つヽ
。

■
死
去
す
る
と
き
故
郷
の
菊
池
川
下
流
域
か
ら
舟
形
石
棺
を
運

ん
で
い
る

（５
世
紀
中
葉
）。

5

「倭
王
珍
」
と

「江
田
王
二
代
目
」

＝
　
古
市
古
墳
群

「古
市
古
墳
群
」
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『古
市
古
墳
群
』
は

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「古
市
古
墳
群
」
は
大
阪
府
の
藤
井
寺
市
か
ら
羽
曳
野
市
の
古

市
に
か
け
て
築
か
れ
て
い
る
。
合
計
１
２
３
基
の
古
墳
か
ら
な

り
、
そ
の
内
訳
は
前
方
後
円
墳
３１
基
、
円
墳
３０
基
、
方
墳
４８
基
、

墳
形
不
明
１４
基
で
あ
る
。
（中
略
）

ま
ず
４
世
紀
末
に
津
堂
城
山
古
墳
が
造
ら
れ
、
５
世
紀
前
半
か

ら
中
頃
に
か
け
て
仲
津
山
古
墳
、
古
室
山
古
墳
、
誉
田
山
古
墳
、

古
市
墓
山
古
墳
、
市
野
山
古
墳
が
ほ
ぼ
こ
の
順
で
造
ら
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『古
市
古
墳
群
』

（注
）
「誉
田
山
古
墳
」
は

「誉
田
御
廟
山
古
墳

（現
応
神
陵
）
」
で

あ
る
。
低
地
に
造
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

『古
事
記
』
は

「応
神

天
皇
陵
は
丘
の
上
に
あ
る
」
と
記
す
。
「丘
の
上
」
に
あ
る
の
は

「仲

津
山
古
墳
」
で
あ
る

（７１
号
）
。

図
Ｈ
　
古
市
古
墳
群

（６９
号

　
ｐ
ｌ
２
２
）

□

「古
市
王
権

（古
市
古
墳
群
）」
と
は

■

「
４
世
紀
後
半
」
に

「津
堂
城
山
古
墳
」
の
主
が

「古
市
」

に
渡
来
し
て
樹
立
し
た

「王
権
」
で
あ
る
。

■

「
４
世
紀
末
」
に

「
津
堂
城
山
古
墳
」
が
造
ら
れ
る
。

■
そ
の
後
、
「仲
津
山
古
墳
」
↓

「古
室
山
古
墳
」
↓

「誉
田

山
古
墳

（現
応
神
陵
）
」
↓

「墓
山
古
墳
」
が
造
ら
れ
る
。

０
　
市
野
山
古
墳

次
に
築
か
れ
る
の
は

「市
野
山
古
墳
」
で
あ
る
。
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古市古墳群の勢力は、古墳時代中期を中心に百数十年間にわたって、百舌鳥古墳群の

勢力とともに機内政権の中枢を担った。
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「市
野
山
古
墳
」
に
は

「陪
塚
」
が
あ
る
。
（図
Ｈ
）

○
市
野
山
古
墳

（大
阪
府
藤
井
寺
市
）
の
陪
塚

■
唐
櫃
山

（か
ら
と
や
ま
）
古
墳

■
長
持
山
古
墳

「
北
肥
後
Ｉ
型
舟
形
石
棺
」
が
出
土
し
て
い
る
。

「市
野
山
古
墳
」
は

「
５
世
紀
中
葉
～
後
葉
」
の
古
墳
で
あ
る
。
「陪

塚
」
が
あ
る
か
ら

「王
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。
「江
田
王
の
二
代
目
」

の
墓
で
あ
ろ
う
。

□

「江
田
王
の
二
代
目
」
も

「将
軍
」
で
あ
り
、
四
国
か
ら
大
阪

（古
市
古
墳
群
）
ま
で
征
服
し
て
い
る
。

■

「倭
王
珍
」
の
時
代
で
あ
る
。

■

「江
田
王
の
二
代
目
」
が

「平
西
将
軍
」
を
引
き
継

い
で
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
王
珍
」
は

「
四
国
ル
ー
ト
」
を
開
拓
し
て
、
大
阪
府
藤
井

寺
市
ま
で
征
服
し
て
い
る
。

６
　
「倭
王
珍
」
の
墓

国
　
市
野
山
古
墳
と
墓
山
古
墳

市
野
山
古
墳
は

「
江
田
王
二
代
目
」
の
墓
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

「古
市
王
権
」
の

「墓
山
古
墳
」
と
同
じ
設
計
で
造
ら

れ
て
い
る
。

「江
田
王
二
代
目
」
は
古
市
王
権
を
征
伐
し
た
時
、
「墓
山
古
墳
」

を
造

っ
た
工
人
に
自
分
の
墓
を
造
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（７１
号
）
。

０
　
「倭
王
珍
」
の
墓

大
阪
府
茨
木
市
に
あ
る

「太
田
茶
臼
山
古
墳

（伝
継
体
天
皇
陵
）
」

は

「市
野
山
古
墳
」
と
同
形

。
同
大
で
あ
る
と

い
う

（７１
号
）
。

「太
田
茶
臼
山
古
墳
」
は

「
５
世
紀
中
葉
」
頃
の
古
墳
で
あ
る
。

素
晴
ら
し
い
周
濠
が
あ
る
。
「市
野
山
古
墳
」
よ
り
も
上
位
の
人
物

の
墓
で
あ
ろ
う
。

「
５
世
紀
中
葉
」
頃
に
墓
を
造
っ
て
い
る
。
「倭
王
珍
」
の
在
位
は

「
４
２
７
年
～
４
４
２
年
」
で
あ
る
。
墓
は

「
５
世
紀
中
葉
」
頃
に

造
ら
れ
る
。

「太
田
茶
臼
山
古
墳
」
は

「倭
王
珍
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。
「江
田
王

二
代
目
」
が

「墓
山
古
墳
」
を
造
っ
た
工
人
に
造
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う

（７６
号
）。

□

「倭
王
珍
」
の
墓
は

「太
田
茶
臼
山
古
墳
」
で
あ
る
。

■

「倭
王
珍
」
は

「
西
日
本
」
を
征
服
し
た
偉
大
な

「王
」
で
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あ
る
。

■

「西
日
本
」
を
征
服
す
る
目
標
を
掲
げ
、
実
行
し
て
い
る
。

■

「
四
国
ル
ー
ト
」
を
開
拓
し
、
大
阪
府
茨
木
市
、
藤
井
寺
市

ま
で
征
服
し
て
い
る
。

■
倭
王
武
の
上
表
文
に
あ
る
よ
う
に

「祖
禰
射

（み
ず
か
）
ら

甲
冑
を

つ
ら
ぬ
き
、
山
川
を
跛
渉
し
、
寧
処

（安
心
し
て
生

活
す
る
）
に
運

（
い
と
ま
＝
ゆ
と
り
）
あ
ら
ず
」
を
実
行
し

て
い
る
。

■
さ
ら
に

「朝
鮮
半
島
」
ま
で
支
配
し
て
い
る
。
（前
述
の
上

表
文

（「
六
国
諸
軍
事
」
を
自
称
し
て
い
る
）
）

第
５
章
　
倭
王
済

朝
鮮
半
島
の
支
配
ｍ

０
　
「倭
王
済
」
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
支
配

「倭
王
済
」
は

「
４
４
３
年
」
に
即
位
す
る
。
直
ち
に

「宋
」
へ

朝
貢
す
る
。

「
９
」

（③
）
二
十
年

（文
帝
、
元
嘉
二
十
年
＝
４
４
３
年
）
、

倭
国
済
、
使
を
遣
わ
し
て
奉
献
す
。
復
た
以
て
安
東
将
軍
倭
国

王
と
為
す
。

「
１０
」

（ｄ
）
（文
帝
、
元
嘉

二
十
年
、
４
４
３
年
）
是

の
歳
、

河
西
国

。
高
麗
国

・
百
済
国

。
倭
国
、
並
び
に
使
を
遣
わ
し
て

方
物
を
献
ず
。
《
済
》

「
Ｈ
」

（④
）
（文
帝
、
元
嘉

二
十
八
年
＝
４
５
１
年
）
使
持

節
都
督
、
倭

。
新
羅

・
任
那

。
加
羅

・
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍

事
を
加
え
、
安
東
将
軍
は
故
の
如
く
、
井
び
に
上
（た
て
ま
つ
）

る
所
の
二
十
三
人
を
軍
郡
に
除
す
。
《
済
》

「
４
４
３
年
」
の
最
初
の
朝
貢
で
は

「安
東
将
軍
倭
国
王
と
為
す
」

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が

「
４
５
１
年
」
の
朝
貢
で
は

「使
持
節
都
督
、
倭

。
新

羅

・
任
那

・
加
羅

・
秦
韓

。
慕
韓
六
国
諸
軍
事
を
加
え
、
安
東
将
軍

倭
国
王
」
に
な

っ
て
い
る
。

「倭
王
済
」
は

「
４
４
３
年
～
４
５
１
年
」
の
間
に

「
新

羅

・
任

那

・
加
羅

・
秦
韓

。
慕
韓
」
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を

「
宋
王
朝
」

が
認
め
て
い
る
。

０
　
「倭
王
珍
」
の
朝
鮮
半
島
支
配

「倭
王
珍
」
は
朝
鮮
半
島
を
支
配
し
て
い
る
。

太
祖
の
元
嘉
二
年

（４
２
５
年
）
、
讃
、
又
司
馬
曹
達
を
遣
わ

し
て
表
を
奉
り
、
方
物
を
献
ず
。
讃
死
し
て
弟
の
珍
立

つ
。
使
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い
を
遣
わ
し
て
貢
献
し
、
自
ら
使
持
節

。
都
督
、
倭

・
百
済

・

新
羅

・
任
那

。
秦
韓

。
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍

。
倭

国
王
と
称
し
、
表
し
て
除
正
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
む
。
詔
し
て

安
東
将
軍
倭
国
王
に
除
す
。
珍
、
又
倭
隋
等
十
三
人
を
平
西

・

征
虜

・
冠
軍

。
輔
国
将
軍
の
号
に
除
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
詔
し

て
並
び
に
聴

（ゆ
る
）
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『宋
書
』

「倭
王
珍
」
は

「
４
２
７
年
」
に
朝
貢
し
、
「自
ら
使
持
節

・
都
督
、

倭

。
百
済

。
新
羅

・
任
那

。
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将

軍

・
倭
国
王
と
称
し
」
と
あ
る
。
「朝
鮮
半
島
」
を
支
配
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が

「宋
王
朝
」
は
そ
れ
を
認
め
ず
、
認
め
た
の
は

「安
東

将
軍
倭
国
王
」
だ
け
で
あ
る
。

□

「倭
王
珍
」
は
朝
鮮
半
島
を
支
配
し
て
い
る
。

■
在
位
は

「
４
２
７
年
～
４
４
２
年
」
で
あ
る
。

■
こ
の
間
に
朝
鮮
半
島
ま
で
支
配
し
て
い
る
。

し
か
し

「宋
王
朝
」
は
朝
鮮
半
島
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
認
め

て
い
な
い
。
認
め
た
の
は

「
４
５
１
年
」
の

「倭
王
済
」
の
朝
貢
の

時
で
あ
る
。

同
　
「高
句
麗
好
太
王
」
碑
の

「倭
国
」
に
つ
い
て

「倭
王
珍
」
は

「
四
国
ル
ー
ト
」
を
開
拓
し
て
、
「西
日
本
」
を
征

服
す
る
。

「倭
王
珍
」
に
は

「朝
鮮
半
島
」
ま
で
征
服
す
る
余
裕
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。

「倭
讃

・
珍
」
は

「
３
９
０
年
」
頃
、
倭
城
か
ら
筑
後
の
広
川
町

に
渡
来
し
て
い
る
。
「貴
国
」
の
全
盛
時
代
で
あ
る
。
そ
の

「貴
国
」

は

「
４
０
７
年
」
の

「高
句
麗
」
と
の
戦
い
で
壊
滅
的
な
打
撃
を
受

け
る
。
そ
れ
を
見
て
、
「倭
讃

。
珍
」
は

「貴
国
」
を
攻
め
、
「貴
国
」

最
後
の
仁
徳
天
皇
を
追

い
出
す
。
「貴
国
」
の
地
は

「倭
国
」
の
領

土
に
な
る
。
「貴
国
」
の
人
々
は
そ
の
ま
ま
住
ん
で
い
る
人
も
多

い

で
あ
ろ
う
。
「倭
国
」
は

「貴
国
」
の
上
に
君
臨
し
た

「王
権
」
と

言
え
る
。

「高
句
麗
好
太
王
」
は

「
４
１
２
年
」
に
死
去
す
る
。
丁
度
、
「倭

讃
」
が

「倭
国
」
を
樹
立
し
て

「倭
王
讃
」
に
な

っ
た
時
で
あ
る
。

「高
句
麗
好
太
王
碑
」
に
は

「
３
９
１
年
」
に

「倭
国
は
百
残
、

□
□
新
羅
を
破
り
、
以
て
臣
民
と
為
す
」
と
あ
る

（５５
号
）。

永
楽
五
年

（３
９
５
年
）
、
（中
略
）
百
残

（百
済
）
と
新
羅
は

旧

（も
と
）
是
れ

（高
句
麗
の
）
属
民
、
由
来
朝
貢
す
。
而
し

て
倭
は
辛
卯
年

（３
９
１
年
）
を
以
て
来
り
、
海
を
渡
り
百
残
、

□
□
新
羅
を
破
り
、
以
て
臣
民
と
為
す
。
以
て
六
年

（３
９
６

年
）
、
王
は
婦

（み
ず
か
）
ら
水
軍
を
率

い
残
国

（百
済
）
を

討
伐
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「好
太
王
碑
」

「倭
国
」
と
あ
る
が
、
「倭
国
」
で
は
な
く

「貴
国
」
で
あ
る
。
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「
３
９
０
年
」
に

「倭
讚

・
珍
」
が
渡
来
し
て
翌
年
の

「
３
９
１
年
」

に
朝
鮮
半
島
ま
で
征
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「高
句
麗
好
太
王
」
は

「
４
１
２
年
」
に
死
去
し
、
「好
太
王
碑
」

が
建
て
ら
れ
る
の
は

「
４
１
４
年
」
で
あ
る
。
こ
の
間
に

「倭
国
」

は

「貴
国
」
の
上
に
君
臨
し
て
王
権
を
樹
立
す
る
。
「貴
国
」
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
は

「倭
国
」
に
な
る
。

そ
こ
で
高
句
麗
は

「貴
国
」
は

「倭
国
」
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、

「
３
９
１
年
」
の

「貴
国
が
海
を
渡
り
百
残
、
□
□
新
羅
を
破
り
、

以
て
臣
民
と
為
す
」
を

「倭
国
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「好
太
王

碑
」
は
す
べ
て

「倭
国
」
に
な

っ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て

「倭
王
珍
」
は

「朝
鮮
半
島
」
を
征
服
し
た
の
で
は

な
く
、
「貴
国
」
が
征
服
し
、
支
配
し
て
い
た

「朝
鮮
半
島
」
を
引

き
継
い
だ
だ
け
と
考
え
ら
れ
る
。

「自
ら
使
持
節

。
都
督
、
倭

。
百
済

。
新
羅

・
任
那

・
秦
韓

・
慕

韓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
」
を
自
称
し
た
の
は

「支
配
」
し
て

い
る
こ
と
を
「宋
王
朝
」
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
王
珍
」
は

「自
ら
使
持
節

・
都
督
、
倭

・
百
済

。
新
羅

・

任
那

・
秦
韓

。
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、安
東
大
将
軍
」
を
自
称
す
る
。

■
し
か
し

「征
服
」
し
た
の
で
は
な
い
。

■

「貴
国
」
が
征
服
し
て

「支
配
」
し
て
い
た
の
を
引
き
継
い

で
い
る
だ
け
で
あ
る
。

２
　
朝
鮮
半
島
の
支
配
０

ｍ
　
「任
那
日
本
府
」
の
存
在

「
４
６
４
年
」
に

「任
那
日
本
府
」
は
存
在
し
て
い
る
。

（雄
略
）
八
年

（４
６
４
年
）
、
新
羅
王
、
人
を
任
那
王

の
も

と
に
使
わ
し
曰
く
、
「高
麗
王
、
我
が
国
を
征
伐
す
。
（中
略
）

伏
し
て
救

い
を
日
本
府
の
行
軍
元
帥
等
に
請
う
」
と
い
う
。

『日
本
書
紀
』

「新
羅
王
」
は

「任
那
王
」
に
対
し
て

「救

い
を
日
本
府

の
行
軍

元
帥
等
に
請
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
日
本
府
」
は

「任
那
」
に
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
「任
那
日
本
府
」
で
あ
る
。

「
４
６
４
年
」
は

「倭
王
興
」
の
時
代

で
あ
る
。
「倭
王
興
」
は

「
４
６
２
年
」
に
即
位
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て

「任
那
日
本
府
」
を
設
置
し
た
の
は

「倭
王
済
」
で

あ

ろ
う

。

□

「倭
王
済
」
は

「任
那
日
本
府
」
を
設
置
し
て
い
る
。

０
　
「任
那
日
本
府
」
と

「任
那
諸
国
」

「任
那
日
本
府
」
に
つ
い
て
次
の
記
述
が
あ
る
。

（欽
明
）
五
年

（
５
４
４
年
）
三
月
、
百
済
、
奈
率
阿
毛
得
文

・
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許
勢
奈
率
奇
麻

。
物
部
奈
率
奇
非
等
を
遣
わ
し
て
上
表
し
て
日

く
、
「
（中
略
）
早
く
任
那
を
建
て
る
た
め
に
日
本
府
と
任
那
と

を
召
す
。

（中
略
）
久
し
く
し
て
も
来
ず
。
（中
略
）

そ
れ
任
那
は
安
羅
を
以
っ
て
兄
と
為
し
、
唯
そ
の
意
に
従
う
。

安
羅
人
は
日
本
府
を
以
っ
て
天
と
為
し
、
唯
そ
の
意
に
従
う
。

『日
本
書
紀
』

「任
那
諸
国
」
は

「安
羅
国
」
を

「
兄
」
と
し
て
い
る
。
そ
の

「安

羅
人
」
は

「任
那
日
本
府
」
を

「天
」
と
し
て

「唯
そ
の
意
に
従
う
」

と
あ
る
。
「絶
対
服
従
」
で
あ
る
。

「任
那
諸
国
」
と
は
次
の

「
１０
国
」
で
あ
る
。

（欽
明
）
二
十
三
年

（５
６
２
年
）
正
月
、
新
羅
は
任
那
の
官

家

（み
や
け
）
を
打
ち
滅
ぼ
す
。
（
一
本
に
云
う
、
二
十

一
年
、

任
那
は
滅
ぶ
。
総
じ
て
は
任
那
と
言
う
。
別
て
は
加
羅
国

。
安
羅

国

。
斯
二
岐
国

。
多
羅
国

。
卒
麻
国

・
古
嵯
国

。
子
他
国

・
散

半
下
国

。
乞
食
国

。
稔
證
国
と
言
う
。
合
わ
せ
て
十
国
な
り
。
）

『日
本
書
紀
』

□

「任
那
日
本
府
」
は

「任
那
諸
国
」
を
支
配
し
て
い
る
。

■

「倭
王
済
」
は

「任
那
日
本
府
」
を
設
置
し
て

「任
那
諸
国
」

を
完
全
に
支
配
し
て
い
る
。

同
　
「任
那
日
本
府
」
の
設
置
と
承
認

「倭
王
珍
」
は

「自
ら
使
持
節

・
都
督
、
倭

・
百
済

。
新
羅

・
任

那

・
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
」
を
自
称
し
て
い
る
。

し
か
し

「宋
王
朝
」
は
そ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。

「倭
王
済
」
は

「任
那
日
本
府
」
を
設
置
し
た
。
す
る
と

「宋
王

朝
」
は

「倭
王
済
」
を

「使
持
節
都
督
、
倭

。
新
羅

。
任
那

。
加
羅

・

秦
韓

。
慕
韓
六
国
諸
軍
事
を
加
え
、
安
東
将
軍
は
故
の
如
く
」
と
認

め
て
い
る
。

古
代
中
国

（漢
代
）
で
は

「府
を
開
く
」
こ
と
が
で
き
る
の
は

「承

相

。
大
司
馬

・
御
央
太
夫
」
の
三
公
だ
け
で
あ

っ
た
。
後
に
は
将
軍

で
も

「府
を
開
く
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

「倭
王
済
」
は

「任
那
日
本
府
」
を
設
置
し
て
い
る
。
「府
を
開
い

た
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
つ
て

「宋
王
朝
」
は

「朝
鮮
半
島
」
を
支
配
し
て
い
る

こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

国
一

「六
国
諸
軍
事
」
と

「百
済
」

「倭
王
珍
」
の

「六
国
諸
軍
事
」
は

「倭

。
百
済

。
新
羅

・
任
那

・

秦
韓

・
慕
韓
」
で
あ
る
。

「倭
王
済
」
の

「六
国
諸
軍
事
」
は

「倭

。
新
羅

・
任
那

。
加
羅

。

秦
韓

・
慕
韓
」
で
あ
る
。

「倭
王
珍
」
の

「六
国
諸
軍
事
」
に
は

「百
済
」
が
入

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

「倭
王
済
」
の

「
六
国
諸
軍
事
」
に
は

「百
済
」
が
無
く
、

代
わ
り
に

「加
羅
」
が
入

っ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が

「加
羅
」
は

「任
那
諸
国
」
の
国
で
あ
り
、
「任
那
」

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
「倭
王
済
」
の

「
六
国
諸
軍
事
」
は
矛
盾

し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「百
済
」
は

「倭
王
権
」
よ
り
も
先
に

「宋
王
朝
」
か
ら

「将
軍

号
」
を
賜

っ
て
い
る
。

○
百
済
国
の
将
軍
号

■
義
熙
十
二
年

（４
１
６
年
）
、
百
済
王
餘
映
を
以
て
使
持
節

都
督
百
済
諸
軍
事
鎮
東
将
軍
百
済
王
と
為
す
。
　

『宋
書
』

■
高
祖

（武
帝
）
は
即
位
す
る
と

（４
２
０
年
）
、
餘
映
の
号

を
鎮
東
大
将
軍
に
進
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
『宋
書
』

「百
済
」
は

「
４
１
６
年
」
に

「鎮
東
将
軍
」
に
な
り
、
「
４
２
０

年
」
に
は

「鎮
東
大
将
軍
」
に
な
っ
て
い
る
。

「倭
王
済
」
が

「
六
国
諸
軍
事
」
を
認
め
ら
れ
る
の
は

「
４
５
１

年
」
で
あ
る
。
「宋
王
朝
」
は
す
で
に

「百
済
」
に

「将
軍
号
」
を

与
え
て
い
る
。
そ
の
た
め

「倭
王
済
」
が

「百
済
」
を
支
配
し
て
い

る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
代
わ
り
に

「数
」
を
合
わ
せ
る
た
め
に

「
百
済
」
の
替
わ
り

に

「加
羅
国
」
を
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

□
倭
王
権

（倭
の
五
王
）
に
よ
る
「朝
鮮
半
島
」
の
支
配
（ま
と
め
）

■

「朝
鮮
半
島
」
は

「貴
国
」
が
征
服
し
て
支
配
し
て
い
た
。

■

「倭
国
」
は

「貴
国
」
の
上
に
君
臨
し
て
樹
立
し
た
王
権
で

あ
る
。

■

「倭
王
珍
」
は
朝
鮮
半
島

へ
進
出
し
て
征
服
し
た
の
で
は
な

く

「支
配
」
を
引
き
継
い
で
い
る
。

■
そ
の
た
め

「宋
王
朝
」
は

「倭
王
珍
」
が

「朝
鮮
半
島
」
を

軍
事
的
に
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

■

「倭
王
済
」
は
任
那
に

「任
那
日
本
府
」
を
設
置
し
て

「朝

鮮
半
島
」
を
支
配
す
る
。
「任
那
諸
国
」
は

「倭
国
」
を

「天
」

と
し
て

「
そ
の
意
に
従
う
」
と
い
う
。

■
こ
れ
に
よ
り

「宋
王
朝
」
は

「倭
王
済
」
が
朝
鮮
半
島
を
支

配
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

３
　
近
畿
地
方
の
征
服

０
　
近
畿
地
方
の

「阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
石
棺
」

「
５
世
紀
の
末
頃
」
に
な
る
と
近
畿
地
方
の
石
棺
は
ピ

ン
ク
石
製

の
舟
形
石
棺
に
代
わ
る
。

五
世
紀
代
に
お
け
る
近
畿
地
方
の
有
力
古
墳
は
河
内
平
野
に
集

中
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
も
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
竜

山
石
製
長
持
形
石
棺
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
竜
山
石
に
代

わ
っ
て
五
世
紀
後
半
か
ら
河
内
地
方
で
は
九
州
の
菊
池
川
付
近
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で
造
ら
れ
た
阿
蘇
石
製
舟
形
石
棺
が
入
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
河
内
で
は
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
ビ
ン
ク
石
製

の
舟
形
石
棺
が
持
ち
込
ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
段
階
で
は
菊
池
川

産
の
石
棺
は
も
う
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

高
木
恭
二
氏

「阿
蘇
石
製
石
棺
の
分
布
と
そ
の
意
義
」

（『継
体
大
王
と
越
の
国
』
（福
井
新
聞
社
）
）

河
内

（近
畿
地
方
）
で
は

「
五
世
紀
末
」
に
な
る
と
、
菊
池
川
流

域
の
舟
形
石
棺
に
代
わ
っ
て
「阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
舟
形
石
棺
」
が
入
っ

て
く
る
と
い
う
。

阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
舟
形
石
棺
は

「熊
本
県
宇
土
市
」
付
近
で
造
ら

れ
た
石
棺
で
あ
る
。

「
こ
の
段
階
で
は
菊
池
川
産
の
石
棺
は
も
う
入
っ
て
い
ま
せ
ん
」

と
あ
る
。
菊
池
川
流
域
の
人
々
に
代
わ

っ
て
字
土
市
付
近
の
人
々
が

近
畿
地
方

へ
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
近
畿
地
方
の

「ピ

ン
ク
石
製
石
棺
」
は

「宇
土
市
付
近
」
か
ら
派
遣
さ
れ
た
武
将
の
墓

で
あ
ろ
う
。

そ
の
時
期
は

「
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
」
で
あ
る
と
い
う
。

表
３
　
九
州
外
阿
蘇
石
製
石
棺
の
変
遷

（『継
体
大
王
と
越
の
国
』
（福
井
新
聞
社
）
よ
り
）

（６２
号
）

０
　
「ピ
ン
ク
石
製
石
棺
」
の
始
ま
り

「表
３
」
を
見
る
と
、
「ピ
ン
ク
石
製
石
棺
」
が
最
初
に
埋
納
さ
れ

て
い
る
の
は

「備
前
」
で
あ
り
、
「
４
８
０
年
」
頃
で
あ
る
。

「
５
世
紀
後
半
」
頃
か
ら
「ピ
ン
ク
石
製
石
棺
」
が
出
現
し
て
い
る
。

□

「
阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
石
棺
」
の
出
現
は

「
５
世
紀
後
半
」
頃
か

ら
で
あ
る
。

■

「阿
蘇
ピ

ン
ク
石
製
石
棺
」
は

「
備
前
」
か
ら
始
ま

っ
て
い

る

。

同
　
「倭
王
興
」
と

「備
前
」
の
征
服

「倭
王
興
」
の
在
位
は

「
４
６
２
年
～
４
７
７
年
」
で
あ
る
。

「倭
王
興
」
は
即
位
す
る
と
直
ち
に

「吉
備
」
を
征
服
す
る
。

（雄
略
）
七
年

（４
６
３
年
）、
吉
備
下
道
臣
前
津
屋
は
、
小

女
を
以
っ
て
天
皇
の
人
と
し
、
大
女
を
以

っ
て
己
の
人
と
し
、

相
闘
わ
し
、
も
し
、
小
女
が
勝
つ
と
殺
し
た
と
い
う
。
ま
た
、

小
鶏
を
以
っ
て
天
皇
の
鶏
と
し
、
毛
を
抜
き
羽
を
切
り
、
大
雄

鶏
を
以
つ
て
己
の
鶏
と
し
、
闘
わ
せ
て
、
小
鶏
が
勝
て
ば
刀
を

抜
い
て
殺
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
い
た
天
皇
は
、
物
部
の
兵

士
三
十
人
を
派
遣
し
て
、
前
津
屋
お
よ
び
族
七
十
人
を
誅
殺
し

た
と
い
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

「
４
８
０
年
」
頃
、
「
備
前
」
に

「阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
石
棺
」
が
最

初
に
埋
納
さ
れ
る
。
「備
前
」
を
征
服
し
て
そ
こ
を
守
る
た
め
に
駐

留
し
た
武
将
の
墓
で
あ
ろ
う
。
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□

「
５
世
紀
後
半
」
頃
か
ら

「九
州
外
舟
形
石
棺
」
は

「菊
池
川

下
流
域
」
か
ら

「宇
土
地
方
」
に
代
わ
っ
て
い
る
。

■

「
こ
の
段
階
で
は
菊
池
川
産
の
石
棺
は
も
う
入

っ
て
い
ま
せ

ん
」
と
あ
る
。

■
「倭
王
興
」
の
時
か
ら
武
将
は

「菊
池
川
下
流
域
」
か
ら

「字

土
地
方
」
に
交
代
し
て
い
る
。

４
　
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
と

「江
田
王
」

０
　
倭
王
済
と

「ワ
カ
タ
ケ
ル
」

「倭
王
済
」
の
在
位
は

「
４
４
３
年
～
４
６
１
年
」
で
あ
る
。
世

継
ぎ
は

「倭
王
興
」
で
あ
り
、
そ
の
弟
が

「倭
王
武
」
で
あ
る
。

「倭
王
武
」
は
「
４
７
８
年
」
に
即
位
し
て
死
去
す
る
の
は
「
５
２
５

年
」
で
あ
る

（後
述
）。
「
４８
年
」
間
も
在
位
し
て
い
る
。

「倭
王
武
」
は

「倭
王
済
」
の
子
で
あ
る
か
ら

「
４
６
１
年
」
以

前
に
生
ま
れ
て
い
る
。

「倭
王
武
」
は

「
５
２
５
年
１
４
６
１
年
＝
６４
年
」
以
上
の
長
寿

で
あ
る
。
当
時
の
平
均
寿
命
を
大
き
く
超
え
て
い
る
。

「倭
王
武
」
は

「倭
王
済
」
が
死
去
す
る
直
前
頃
に
生
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

０
　
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
鉄
刀
銘

江
田
船
山
古
墳
は
筆
頭
将
軍
の

「倭
隋
」
の
墓
で
あ
る
。
「倭
隋
」

は

「西
日
本
」
を
征
服
し
て
い
る
。

江
田
船
山
古
墳
の

「追
葬
１
」
に
鉄
刀
が
あ
り
、
嶺

（教
ね
）
に

銀
象
嵌
で
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

○
銀
象
嵌
鉄
刀
の
銘
文

治
天
下
獲
□
□
□
歯
大
王
世
、
奉
事
典
曹
人
名
元
□
三
、
八
月

中
、
用
大
鉄
釜
井
四
尺
廷
刀
、
八
十
練
、
□
十
振
、
三
寸
上
好

□
刀
、
服
此
刀
者
、
長
寿
、
子
孫
洋
々
、
得
□
恩
也
、
不
失
其

所
統
、
作
刀
者
名
伊
太
□
、
書
者
張
安
也

（訳
）
治
天
下
獲
□
□
□
歯
大
王
の
世
、
奉
事
す
る
典
曹
人
、

名
は
元
利
三
。
人
月
中
、
大
鋳
釜
を
用
い
て
四
尺
廷
刀
を
八
十

練
、
三
寸
の
上
好
□
を
六
十
練
す
る
な
り
。
此
の
刀
を
服
す
る

者
は
長
寿
、
子
孫
は
三
恩
を
得
る
な
り
。
其
の
統
ぶ
る
所
を
失

わ
ず
。
作
刀
者
、
名
は
伊
太
加
、
書
者
は
張
安
也

（注
）
□
…
…
読
み
取
れ
な
い
文
字
。
（訳
文
）
に
は

一
部
の
文
字

を
読
め
る
文
字
と
し
て
入
れ
て
あ
る
。

「治
天
下
獲
加
多
支
歯
大
王
世
、
奉
事
典
曹
人
名
元
利
三
」
と
あ

る
。
「典
曹
人
」
は

「文
官
」
で
あ
る
。
「倭
隋
」
は

「武
官
」
で
あ
っ

た
が

「追
葬
１
」
の

「
元
利
ユ
」
は

「文
官
」
に
な

っ
て
い
る
。

「追
葬
１
」
の
年
代
は
「
５
世
紀
末
～
６
世
紀
初
頭
」
で
あ
る
。
「元
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利
三
」
は
そ
の

「
１５
年
前
～
２０
年
前
」
頃
に
活
躍
し
て
い
る
。

丁
度

「ビ
ン
ク
石
製
石
棺
」
が
出
現
す
る
時
期
で
あ
る
。

□

「倭
王
権

（倭

の
五
王
）」
の
武
官
は

「
江
田
王
」
か
ら

「宇

土
王
」
に
交
代
し
て
い
る
。

■
そ
の
時
期
は

「
５
世
紀
後
半
」
で
あ
る
。

■

「獲
加
多
支
歯

（
ワ
カ
タ
ケ
ル
）
」
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
で
あ
る
。

同
　
「獲
加
多
支
歯
大
王
」
と

「元
利
弓
こ

「倭
王
武
」
は

「倭
王
済
」
が
死
去
す
る
直
前

「
４
６
０
年
」
頃

生
ま
れ
て
い
る
。

「倭
王
済
」
は
そ
ろ
そ
ろ
死
期
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
認
識
す

る
。
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
自
分
は
征
服

活
動
の
た
め
に
近
畿
地
方
に
来
て
い
る
。
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
を
育
て

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
最
も
信
頼
で
き
る

「同
族
」
の

「
倭
隋
」
の
子
孫
に
養
育

を
任
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に

「倭
隋
」
の
子
孫
を

「武
官
」
か
ら

「文
官
」
に
し

て

「倭
王
権

（倭
の
五
王
）
」
の
本
拠
地
に
招

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が

「元
利
三
」
で
あ
る
。

こ
の
時

「宇
土
王
」
は

「武
官

（将
軍
）
」
に
な
り
、
近
畿
地
方

へ
派
遣
さ
れ
た
。

５
　
倭
王
済
の
墓

＝
　
近
畿
地
方
の
大
型
前
方
後
円
墳
の
消
滅

「図
１２
」
を
見
る
と
畿
内
に
お
け
る
前
方
後
円
墳
は

「河
内
」
の

「岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
」
を
最
後
に
築
か
れ
な
く
な
る

（７１
号
）
。

図
１２
　
近
畿
中
央
部
に
お
け
る
大
型
古
墳
の
編
年

（白
石
太

一
郎
著

『考
古
学
と
古
代
史
の
間
』
（筑
摩
書
房
）

ｐ

ｌ
ｌ
２
～
１
１
３
）

（７１
号
　
ｐ
６４
、

６５
）

「岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
」
は

「古
市
古
墳
群
」
に
あ
る

（図
Ｈ
）
。

０
　
岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳

「岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
」
は
次
の
よ
う
な
古
墳
で
あ
る
。

○
岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳

。
前
方
後
円
墳
　
墳
丘
長
…
２
４
２

ｍ
、
後
円
部
径
…
１
４
８

ｍ
、
高
さ
…
１９

。
５

ｍ
、
前
方
部
幅
…
１
８
２

ｍ
、
高
さ
…

１６

ｍ

・
三
段
築
成
の
墳
丘
　
く
び
れ
部
に
は
東
側
に

「造
り
出
し
」

。
埴
輸
　
円
筒
埴
輸

（客
窯
で
焼
か
れ
た
も
の
）

形
象
埴
輸

（家
、
蓋
（き
ぬ
が
さ
）
、
盾
、
人
物
な
ど
）

・
埋
葬
施
設
　
不
明

・
築
造
時
期
　
　
５
世
紀
末
～
６
世
紀
初
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
』

「古
市
古
墳
群
」
は

「江
田
王
二
代
目
」
が
征
服
し
て
い
る
。
「市

野
山
古
墳
」
は

「江
田
王
二
代
目
」
の
墓
で
あ
る
。

「岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
」
は

「市
野
山
古
墳
」
の
後
に
造
ら
れ
て

い
る
。
し
か
も

「市
野
山
古
墳
」
と
同
じ

「
Ⅲ
型
」
前
方
後
円
墳
で

あ
る

（７６
号
）。
「倭
王
権
」
の
墓
で
あ
る
。

「市
野
山
古
墳
」
の
全
長
は

「
２
３
０
ｍ
」
で
あ
る
の
に
対
し
て

「岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
」
の
全
長
は

「
２
４
２

ｍ
」
も
あ
る
。
「岡

ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
」
は

「
江
田
王
二
代
目
」
の
古
墳
よ
り
も
大
き
い
。

「倭
王
権
」
の

「王
墓
」
で
あ
ろ
う

（７１
号
）
。

築
造
時
期
は

「
５
世
紀
末
～
６
世
紀
初
め
」
で
あ
る
と
い
う
。
「倭

王
済
」
の
在
位
は

「
４
４
３
年
～
４
６
１
年
」
で
あ
り
、
「倭
王
興
」

の
在
位
は

「
４
６
２
年
～
４
７
７
年
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
も
う

一
つ
の
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ

「ヨ
一〓
ｏ
ａ
す
」
の

『岡

ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
』
で
は
築
造
年
代
は

「
５
世
紀
後
半
」
に
な
っ
て

い
る
。

□

「倭
王
済
」
の
墓
は

「
岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
」
で
あ
ろ
う
。

■

「
江
田
王
二
代
目
」
が
征
服
し
た

「古
市
古
墳
群
」
に
造
ら

れ
て
い
る
。

■
し
か
も

「江
田
王
二
代
目
」
の
古
墳
よ
り
も
大
き
い
。

■
立
派
な
周
濠
も
あ
る
。

■

「倭
王
権
」
の

「王
墓
」
で
あ
る
。

ｍ
　
「倭
王
興
」
と

「雄
略
紀
」

「倭
王

興
」
の
在

位

は

「
４
６
２
年
～
４
７
７
年
」
で
あ

る
。

「
４
６
２
年
」
に
即
位
す
る
と
直
ち
に

「宋
」

へ
朝
貢
す
る
。

「宋
王
朝
」
は

「倭
王
興
」
を

「安
東
将
軍
」
に
任
命
す
る
。

（大
明
）
六
年

（４
６
２
年
）
三
月
壬
寅
、
倭
国
王
の
世
子
、

興
を
以
て
安
東
将
軍
と
為
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
『宋
書
』

翌
月
に

「宋
」
は

「倭
王
興
」
に

「安
東
将
軍
」
に
任
命
し
た
こ

と
を
伝
え
る
。

（雄
略
）
六
年

（４
６
２
年
）
四
月
、
呉
国
、
使
を
遣
わ
し
て

貢
献
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

０
　
「中
国
地
方
ル
ー
ト
」
の
開
拓

「倭
王
興
」
は

「
４
６
２
年
」
に
即
位
す
る
と
、
翌

「
４
６
３
年
」

第
６
章
　
一倭
王
興

「倭
王
興
」
の
征
服
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年 代 摂 津 和  泉 河  内

=_L

l,
松薔山

三
島
野
古
墳
群

曾

,
弁

ニサンザイ

,
摩澪山

,
西陵

,
淡輪

山

山

●
・
け
到

ヮ

天

-45-

図12 近畿中央部に



に
吉
備
を
征
服
す
る

（前
述
）。

さ
ら
に
瀬
戸
内
海
の

「
中
国
地
方
」
を
征
服
す
る
。
こ
れ
に
よ
り

「
中
国
地
方
ル
ー
ト
」
が
で
き
る
。

「倭
王
権
」
は
大
軍
を
派
遣
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

□

「
４
６
３
年
」
に

「
四
国
ル
ー
ト
」
か
ら

「中
国
地
方
ル
ー
ト
」

に
代
わ
る
。

■
こ
れ
に
よ
り
大
軍
を
派
遣
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

■

「
４
６
１
年
」
に

「倭
王
済
」
は
死
去
す
る
。

■
そ
の
直
前
に

「倭
王
済
」
は

「宇
土
王
」
に

「近
畿
地
方
」

の
征
服
を
命
じ
て
い
る
。

■

「倭
王
興
」
は
父

「倭
王
済
」
の
意
思
を
継
い
で

「近
畿
地

方
」
、
お
よ
び
そ
の
以
遠
の
征
伐
を
始
め
る
。

■

「倭
王
興
」
は
そ
の
た
め
に

「中
国
地
方
ル
ー
ト
」
を
開
拓

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

２
　
日
本
海
沿
岸
地
域
の
征
服

０
　
「倭
王
興
」
と

「日
本
海
沿
岸
地
域
」

「
４
６
３
年
」
に

「倭
王
興
」
は
吉
備
を
征
服
し
て

「中
国
地
方

ル
ー
ト
」
を
開
拓
す
る
。

「
４
７
３
年
」
に
は

「倭
王
興
」
は

「近
畿
地
方
」
か
ら

「
日
本

海
沿
岸
地
域
」
ま
で
支
配
し
て
い
る
。

（雄
略
）
十
七
年

（４
７
３
年
）
三
月
、
土
師
連
等
に
詔
し
て
、

「朝
夕
の
御
膳
盛
る
清
器
を
進

（た
て
ま
つ
）
ら
し
め
よ
」
と

言
う
。
是
に
土
師
連
の
祖
吾
筍

（あ
け
）
、
乃
ち
摂
津
国
の
来

狭
狭
村
、
山
背
国
の
内
村

・
附
見
村
、
伊
勢
国
の
藤
形
村
、
及

び
丹
波

・
但
馬

・
因
幡
の
私
の
民
部
を
進

（た
て
ま
つ
）
る
。

名
付
け
て
贄

（に
え
）
土
師
部
と
日
う
。
　

　

『日
本
書
紀
』

「倭
王
興
」
は
摂
津
国

・
山
背
国

。
伊
勢
国

。
丹
波

・
但
馬

。
因

幡
を
支
配
し
て
い
る
。

□

「
４
７
３
年
」
ま
で
に
、
「倭
王
興
」
は

「
日
本
海
沿
岸
地
域
」

を
征
服
す
る
。

3

「倭
王
興
」
と
近
畿
地
方
の
征
服

０
　
「倭
王
興
」
に
よ
る
近
畿
地
方
の
征
服

河
内

（近
畿
地
方
）
で
は

「
五
世
紀
末
」
に
な
る
と
、
菊
池
川
流

域
の
舟
形
石
棺
に
代
わ

っ
て
「阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
舟
形
石
棺
」
が
入

っ

て
く
る
と
い
う
。

（図
Ю
）
を
見
る
と
最
下
段
の
中
央
に

「宇
土
半
島
産
石
棺
」
が

あ
り
、
そ
の
上
に

「金
谷
ミ
ロ
ク
谷
石
棺

（桜
井
市
）
」
「兜
塚
石
棺

（桜
井
市
）」
「野
神
石
棺

（奈
良
市
）」
が
あ
る
。
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表
４
　
宇
土
半
島
産
の
阿
蘇
石
製
石
棺
の
分
布

（６２
号
　
ｐ
８４
）

「表
４
」
は

「宇
土
王
」
が
派
遣
し
た

「武
将
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。

「
５
世
紀
末
頃
」
の
墓
で
あ
る
。

「宇
土
」
か
ら
派
遣
さ
れ
た
武
将
が

「近
畿
地
方
」
を
征
服
し
て

い
る
。
「
倭
王
興
」
の
時
代
で
あ
る
。

□

「
倭
王
興
」
は

「中
国
地
方
ル
ー
ト
」
を
開
拓
す
る
と

「近
畿

地
方
」
を
征
服
し
、
「
日
本
海
沿
岸
」
地
域
ま
で
征
服
し
て
い
る
。

０
　
今
城
塚
古
墳

「今
城
塚
古
墳
」
は

「継
体
天
皇
」
の
古
墳

で
あ
る
と

い
わ
れ
て

い
る
。

○
今
城
塚
古
墳
　
（大
阪
府
高
槻
市
郡
家
新
町
）

（高
槻
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
）

■
古
墳
時
代
後
期

■
淀
川
流
域
で
は
最
大
級
の
前
方
後
円
墳

■
墳
丘
の
周
囲
に
は
二
重
の
濠
が
め
ぐ
り
、
総
長
約
３
５
０

ｍ
、

総
幅
約
３
６
０
ｍ

■
日
本
最
大
の
家
形
埴
輪
や
精
緻
な
武
人
埴
輪
が
発
見
さ
れ
て

い
る
。

表4 宇土半島産の阿蘇石製石棺 (今城塚石棺をその後追加)

NQ 古墳・ 石棺名 所 在 地 墳形・規模 埋 置施 設 石 棺 形 式

造山古墳前方部 岡山市新庄下 前方後円墳360 不   明 舟 形 石 棺

築 山 古 墳 岡山県邑久郡長船町 前方後円墳∞ 竪穴式石椰 舟 形 石 棺

長持山 2号石棺 大阪府藤井寺市沢田 円墳20 竪穴式石椰 舟 形 石 棺
10 峯 ケ 塚 古 墳 大阪府羽曳野市軽里 前方後円墳鶉 竪穴式石椰 舟形石棺 P

11 今 城 塚 古 墳 大阪府高槻市郡家新町 前方後円墳1∞ 横穴式石室 P 家 形 石 棺

12 野 神 古 墳 奈良市京終町 前方後円墳 竪穴式石椰 舟 形石 棺
13 別所鐘子塚古墳 奈良県天理市別所町 前方後円墳47 竪穴式石椰 舟 形石 棺
14 東 乗 鞍 古 墳 奈良県天理市乙木町 前方後円墳72 横穴式石室 家 形 石 棺
15 金屋 ミロク谷 奈良県桜井市金屋 不明 不   明 舟 形 石 棺

16 兜 塚 古 墳 奈良県桜井市浅古 前方後円墳
"

堅穴式石椰 舟 形石 棺
17 慶 雲 寺 石 棺 奈良県桜井市大三輪町 不明 不   明 舟 形 石 棺

18 円 山 古 墳 滋賀県野洲郡野洲町 前方後円墳37 横穴式石室 家形石 棺
19 甲 山 古 墳 滋賀県野洲郡野洲町 円墳 横穴式石室 家 形 石 棺

20 四天王寺礼拝石 大阪市天王寺区 不明 不   明 転 用 材 P
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「古
墳
時
代
後
期
」
は

「
６
世
紀
前
半
」
頃
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「継
体
天
皇
」
に
は
崩
年
干
支
が
あ
る
。

（継
体
）
天
皇
の
御
年
、卑
拾
参
歳
。
丁
未
年
四
月
九
日
に
崩
ず
。

『古
事
記
』

「丁
未
年
」
は

「
５
２
７
年
」
で
あ
る
。
「
継
体
天
皇
」
は

「
５
２
７

年
４
月
９
日
」
に

「
４３
オ
」
で
死
去
し
て
い
る
。

継
体
天
皇
が
生
ま
れ
る
の
は

「
４
８
４
年
」
で
あ
る
。
生
涯
は

「
４
８
４
年
～
５
２
７
年
」
で
あ
る
。

○
継
体
天
皇

■

「
４
８
４
年
」
に
生
ま
れ
る

■

「
５
２
７
年
」
に
崩
御

■

「
４３
歳
」
で
死
去

○

「今
城
塚
古
墳
」
は

「
６
世
紀
前
半
」
の
古
墳
と
い
わ
れ
て
い

る
。
し
た
が

っ
て

「継
体
天
皇
」
の
墓
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が

「今
城
塚
古
墳
」
か
ら
は

「
阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
石
棺
」

の
破
片
が
出
土
し
て
い
る
。

「今
城
塚
古
墳
」
は

「宇
土
市
」
出
身
の

「
王
」
の
墓
で
あ
る
。

同
　
「今
城
塚
古
墳
」
の
主

「継
体
天
皇
の
父
」
は

「福
井
県
坂
井
郡
三
国
町
」
の
振
媛
を
妃

と
し
て

「継
体
天
皇
」
を
生
む
。

（継
体
）
天
皇
の
父
は
振
媛
が
美
人
で
あ
る
と
聞
い
て
、
近
江

国
高
嶋
郡
三
尾
の
別
業

（別
邸
）
か
ら
使
い
を
遣
わ
し
て
三
国

の
坂
中
井
に
聘

（む
か
）
え
て
妃
と
為
す
。
遂
に

（継
体
）
天

皇
を
生
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『日
本
書
紀
』

「継
体
天
皇
」
は

「近
江
国
高
嶋
郡
三
尾
」
で
生
ま
れ
て
い
る
。

「今
城
塚
古
墳
」
か
ら
は

「宇
土
の
ビ
ン
ク
石
片
」
と

「
二
上
山

白
石
片
」
「竜
山
石
片
」
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
「宇
土
の
ビ
ン
ク
石

製
石
棺
」
が
最
初
に
納
め
ら
れ
た
と
い
う
。

「今
城
塚
古
墳
」
の
主
は

「熊
本
県
宇
土
」
か
ら

「ピ
ン
ク
石
製

石
棺
」
を
取
り
寄
せ
て
い
る
。
「今
城
塚
古
墳
」
は

「熊
本
県
宇
土
」

の
出
身
者
の
墓
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「今
城
塚
古
墳
」
は
継
体
天

皇
の
墓
で
は
な
い
。

口
　
継
体
天
皇
の
祖
父

「継
体
天
皇
」
は

「
４
８
４
年
」
に
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
時
の

「継
体
天
皇
の
父
」
の
年
齢
を

「
２５
歳
」
前
後
と
し
よ

う
。
生
ま
れ
る
の
は

「
４
６
０
年
」
頃
に
な
る
。

「
４
６
０
年
」
頃
、
「倭
王
済
」
は

「宇
土
王
」
に

「近
畿
地
方
」

の
征
伐
を
命
じ
て
い
る
。
「継
体
天
皇
の
父
」
は
生
ま
れ
た
こ
ろ
で
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あ
る
。

し
た
が
っ
て

「宇
土
王
」
は

「継
体
天
皇
の
祖
父
」
で
あ
ろ
う
。

□

「
宇
土
王
」
は

「継
体
天
皇

の
祖
父
」
で
あ
る
。

■

「
宇
土
王
」
に
任
命
さ
れ
た

「
４
６
０
年
」
頃
は

「
３０
才
」

く
ら

い
で
あ
ろ
う
。

■

「
５０
才
」
で
死
去
し
た
と
す
る
と

「
４
８
０
年
」
頃
に
死
去

し
て
い
る
。

■

「
４
８
０
年
」
頃
、
「
継
体
天
皇
の
父
」
が
後
を
引
き
継

い

で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

■
「
継
体
天
皇
の
父
」
が
活
躍
す
る
の
は

「
４
８
０
年
～
５
０
０

年
」
頃
と
な
る
。

■

「
５
０
０
年
」
以
降
に

「
継
体
天
皇
の
父
」
が
死
去
し
て

「今

城
塚
古
墳
」
が
造
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

■
宇
土
か
ら

「阿
蘇
ピ

ン
ク
石
製
石
棺
」
が
運
ば
れ
る
。

■
し
た
が

っ
て

「継
体
天
皇
」
は
父
の

「今
城
塚
古
墳
」
に
追

葬
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

■

「
継
体
天
皇
」
の
石
棺
は

「
二
上
山
白
石
」
か
、
「竜
山
石
」

で
あ
ろ
う
。

□
今
城
塚
古
墳
は
継
体
天
皇

の
父
の
古
墳
で
あ
る
。

４

「倭
王
興
」
に
よ
る

「関
東
」
の
征
服

０
　
群
馬
県
の
古
墳
群

群
馬
県

（上
毛
野
＝
か
み
つ
け
の
）
に
は
多
く
の
古
墳
群
が
あ
る

（図
１３
）
。

こ
れ
ら
の
古
墳
群
を
次
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

○

「図
１３
」
の
古
墳
群
の
グ
ル
ー
プ
名

■
Ａ
グ
ル
ー
プ
　
・‥
　
高
崎
市
の

「浅
間
山
古
墳
」
を
中
心
に

し
た
古
墳
群

■
Ｂ
グ
ル
ー
プ
　
・‥
　
太
田
市
の

「太
田
天
神
山
古
墳
」
を
中

心
に
し
た
古
墳
群

（古
市
王
権
　
古
市
王
権
が
滅
ん
だ
と

き
関
東
ま
で
逃
げ
て
き
た

の
で
あ
ろ

う
）

■
Ｃ
グ
ル
ー
プ
　
・‥
　
高
崎
市

の

「不
動
山
古
墳
」
を
中
心
に

し
た
古
墳
群

■
Ｄ
グ
ル
ー
プ
　
・‥
　
高
崎
市
保
渡
田

・
井
出
町
の

「
二
子
山

古
墳
」
を
中
心
に
し
た
古
墳
群

■
Ｅ
グ
ル
ー
プ
　
・‥
　
前
橋
市

の

「前
二
子
古
墳
」
を
中
心
に

し
た
古
墳
群

図
１３
　
群
馬
県

（か
み
つ
け
の
）
の
古
墳
群

（石
野
博

信

編

『全
国
古
墳

編

年

集
成
』
（雄

山

閣
出
版
、
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１
９
９
５
年
）
）

（７１
号
　
ｐ
５６
、

５７
）

０
　
群
馬
県
高
崎
市

「綿
貫
地
方
」
の
征
服

「
５
世
紀
後
半
」
に
な
る
と

「倭
王
権

（倭
の
五
王
）」
は
高
崎
市

に
ま
で
侵
攻
し
て

「
Ｃ
グ
ル
ー
プ
」
を
形
成
す
る
。

「
Ｃ
グ
ル
ー
プ
」
の

「岩
鼻
二
子
山
古
墳
」
「
不
動
山
古
墳
」
は

「舟

形
石
棺
」
で
あ
る
。

「
Ｃ
グ
ル
ー
プ
」
の
武
将
は
高
崎
市
の
地
に
骨
を
埋
め
る
よ
う
に

命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
将
は
故
郷
の
石
棺
に
埋
葬
さ
れ
た

い

と
願
う
。
し
か
し
、
石
棺
を

「熊
本
県
玉
名
」
か
ら
高
崎
市
ま
で
運

ぶ
の
は
大
変
で
あ
る
。
そ
こ
で
関
東
の
石
工
に
造
ら
せ
た
の
で
あ
ろ

う
。
「北
肥
後
Ｉ
型
」
で
あ
る
が
形
状
は
少
し
異
な
る
。

「
４
６
２
年
」
に
「倭
王
興
」
は
即
位
す
る
と
、
そ
の
翌
年

（４
６
３

年
）
に

「吉
備
王
権
」
を
滅
ぼ
し
て
、
「中
国
地
方
ル
ー
ト
」
を
開
拓

す
る
。
大
量
の
兵
士

・
武
器

・
食
料
等
を
運
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

「
Ｃ
グ
ル
ー
プ
」
は
お
そ
ら
く

「
４
６
３
年
」
以
降
に

「倭
王
興
」

に
よ

っ
て
「関
東
」
征
伐
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
Ｃ
グ
ル
ー

プ
」
は

「熊
本
県
玉
名
」
か
ら
派
遣
さ
れ
て
高
崎
市
に
来
て
い
る
。

□

「
Ｃ
グ
ル
ー
プ
」
は

「
Ａ
グ
ル
ー
プ
」
「
Ｂ
グ
ル
ー
プ

（古
市

王
権
）」
を
征
服
す
る
。

同
　
群
馬
県
高
崎
市

「保
渡
田
地
方
」
の
征
服

「保
渡
田
古
墳
群
」
（ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
）
は

「保
渡
田

（ほ
ど
た
）

古
墳
群
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

○
保
渡
田

（ほ
ど
た
）
古
墳
群

５
世
紀
代
の
後
半
も
終
わ
り
に
近
い
頃
か
ら
６
世
紀
前
半
代
に

か
け
て
、
二
子
山
古
墳

。
八
幡
塚
古
墳

・
薬
師
塚
古
墳
が
こ
の

順
に
築
造
さ
れ
る
。

「保
渡
田

（ほ
ど
た
）
古
墳
群
」
（ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
）

「
５
世
紀
後
半
以
降
」
に
群
馬
県
高
崎
市
に

「保
渡
田
古
墳
群
」

が
造
ら
れ
る
。
「
Ｄ
グ
ル
ー
プ
」
の
誕
生
で
あ
る
。

「
Ｄ
グ
ル
ー
プ
」
の
最
初
の
古
墳
は

「井
出
二
子
山
古
墳
」
で
あ

る
。
こ
の
古
墳
が
誕
生
す
る
と
群
馬
県
の
他
の
地
域
で
は
古
墳
の
築

造
が
終
わ
る
。

二
子
山
古
墳

・
八
幡
塚
古
墳

。
薬
師
塚
古
墳
か
ら
は
「舟
形
石
棺
」

が
出
土
し
て
い
る
。

「倭
王
権
」
の

「江
田
王
」
が
造
る
石
棺
で
あ
る
。
「倭
王
権
」
の

「
Ｄ
グ
ル
ー
プ
」
も

「熊
本
県
玉
名
」
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

「
Ｄ
グ
ル
ー
プ
」
は
本
格
的
な
征
伐
隊
で
あ
ろ
う
。
群
馬
県

（上

毛
野
）
の
地
を
す
べ
て
征
服
し
て
い
る
。

「倭
王
権
」
は
さ
ら
に

「群
馬
県
赤
城
山
南
麓
」
に

「
Ｅ
グ
ル
ー

プ
」
を
樹
立
す
る
。
「
Ｅ
グ
ル
ー
プ
」
の
古
墳
は

「
Ⅲ
型
前
方
後
円
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墳
」
で
あ
る
。
「
倭
王
権
」
の
古
墳
で
あ
る

（７６
号
）
。

「
Ｅ
グ
ル
ー
プ
」
の
進
出
に
よ
り
、
「群
馬
県

（上
毛
野
）
」
は

「横

穴
式
石
室
」
に
な
る
。
「横
穴
式
石
室
」
は

「筑
紫
」
に
最
初
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
九
州
に
広
ま
る
。
し
た
が

つ
て

「
Ｅ

グ
ル
ー
プ
」
は

「倭
王
権
」
が
派
遣
し
た
武
将
の
墓
で
あ
る
。

「
Ｅ
グ
ル
ー
プ
」
は

「倭
王
権
」
の

「
Ｄ
グ
ル
ー
プ
」
も
吸
収
し

て
、
「赤
城
山
南
麓
」
を
中
心
に
し
て

「群
馬
県

（上
毛
野
）
」
の
全

域
を
支
配
す
る
。

□

「
５
世
紀
後
半
」
以
降
に
、
「倭
王
興
」
は

「
関
東
」
の

「群

馬
県

（上
毛
野
）」
を
完
全
に
征
服
す
る
。

■

「倭
王
興
」
は

「近
畿
地
方
」
の
征
服
に
専
念
し
て
い
る
の

で
、
「
江
田
王
」
の
子
孫
を

「
関
東
地
方
」
の
征
伐
に
任
じ

た
の
で
あ
ろ
う
。

■

「江
田
王
」
の
子
孫
が

「
関
東
地
方
」
を
征
伐
し
て
い
る
。

（舟
形
石
棺
）

■

「倭
王
興
」
は

「近
畿
地
方
」
の
征
服
を
終
え
る
と
直
ち
に

「
関
東
地
方
」
に
来
て
い
る
。

５

「倭
王
興
」
の
墓

ｍ

埼
玉
古
墳
群

「埼
玉
古
墳
群
」
に
は
丸
墓
山
古
墳
、
稲
荷
山
古
墳
、
二
子
山
古

墳
、
将
軍
山
古
墳
、
愛
宕
山
古
墳
、
瓦
塚
古
墳
、
鉄
砲
山
古
墳
、
奥

の
山
古
墳
、
中
ノ
山
古
墳
等
が
あ
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『埼
玉
古
墳
群
』
は
次

の
よ
う
に
記
す
。

「
５
世
紀
末
」
か
ら

「
６
世
紀
末
」

の
１
０
０
年
間
に
わ
た

つ

て
、
狭
い
地
域
に
大
型
古
墳
が
周
濠
を
接
す
る
よ
う
な
近
さ
で
、

一
貫
し
た
計
画
性
を
以
て
次
々
と
築
造
さ
れ
た
の
は
何
故
か
。

大
和
地
方
の
天
皇
陵
ク
ラ
ス
の
大
古
墳
に
し
か
見
ら
れ
な
い
二

重
周
濠
が
、
巡
ら
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
、
中
堤

（ち

ゅ
う

て
い
）
に
造
り
出
し
を
持
つ
古
墳
が
多

い
の
は
何
故
か
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『埼
玉
古
墳
群
』

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
古
墳
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す

（概
略
）
。

○
稲
荷
山
古
墳
　
（「金
錯
銘
鉄
剣
」
の
出
土
で
全
国
的
に
知
ら
れ

て
い
る
古
墳
）

・
規
模
…
全
長
１
２
０
ｍ
、
後
円
部
の
直
径
…
６２

ｍ
、
高
さ
…

Ｈ

。
７

ｍ
。

・
前
方
部
の
幅
…
７４
ｍ
、
高
さ
…
１０

。
７

ｍ
。

・
築
造
…
５
世
紀
末

。
古
墳
全
体
が
長
方
形
の
二
重
の
周
濠
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
墳

丘
の
西
側
お
よ
び
中
堤
の
西
側
に
、
「造
出
し
」
と
呼
ば
れ

る
祭
祀
の
た
め
の
方
形
区
画
が
あ
り
、
人
や
人
物
を
か
た

ど
っ
た
形
象
埴
輪
や
土
管
の
よ
う
な
形
の
円
筒
埴
輪
が
大
量
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に
見
つ
か
っ
た
。
（中
略
）

後
円
部
の
頂
上
か
ら
２
つ
の
埋
葬
施
設
が
発
見
さ
れ
た
。　
一

つ
は
粘
土
椰
で
、
も
う

一
つ
は
船
の
形
に
掘

つ
た
竪
穴
に
河

原
石
を
貼
り
付
け
そ
の
底
に
棺
を
置
い
た
礫
椰
（れ
き
か
く
）

で
あ
る
。
（中
略
）

礫
椰
か
ら

「金
錯

（き
ん
さ
く
）
銘
鉄
剣
」
が
出
土
し
た
。

出
土
遺
物
…
画
文
帯
環
状
乳
神
獣
鏡
、
金
銅
製
帯
金

具

（バ
ツ
ク
ル
）
、
翡
翠
の
勾
玉
、
銀
環

（イ
ヤ
リ
ン
グ
）
、
轡

（く
つ
わ
）
や
杏
葉

（ぎ
ょ
う
よ
う
）
な
ど
の
馬
具
、
桂
甲

（け
い
こ
う
）
や
矛
、
鏃

（や
じ
り
）
な
ど
の
武
器
、
鉄
斧

な
ど
の
工
具
等

馬
具
や
武
具
の
出
土
か
ら
被
葬
者
は
武
人
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。

０
　
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
銘

稲
荷
山
古
墳
の

「礫
椰
」
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
に
は
金
象
嵌
の
銘

文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
銘
文
は
鉄
剣
の
表
と
裏
に
あ
る
。

（表
）

辛
亥
年
七
月
中
記
乎
獲
居
臣
上
祖
名
意
冨
比
塊
其
児
多
加
利
足

尼
其
児
名
三
已
加
利
獲
居
其
児
名
多
加
披
次
獲
居
其
児
名
多
沙

鬼
獲
居
其
児
名
半
二
比

（裏
）

其
児
名
加
差
披
余
其
児
名
乎
獲
居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事
来

至
今
獲
加
多
支
歯
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
吾
左
治
天
下
令
作
此
百

練
利
刀
記
吾
奉
事
根
原
也

銘
文
の
読
み
は
人
に
よ
り
異
な
る
が
、
『稲
荷
山
古
墳
と
埼
玉
古

墳
群
』
（三

一
書
房
）
に
岸
俊
男
氏
等
に
よ
る
読
な
が
あ
る
。

（表
の
訳
）

辛
亥
の
年
七
月
中
、
記
す
。
オ
ワ
ケ
の
臣
。
上
祖
、
名
は
オ
ホ

ヒ
コ
。
其
の
児
、
（名
は
）
タ
カ
リ
の
ス
ク
ネ
。
其

の
児
、
名

は
テ
ョ
カ
リ
ワ
ケ
。
其
の
児
、
名
は
カ
タ
ヒ

（
ハ
）
シ
ワ
ケ
。

其
の
児
、
名
は
タ
サ
キ
ワ
ケ
。
其
の
児
、
名
は

ハ
テ
ヒ
。

（裏
の
訳
）

其
の
児
、
名
は
カ
サ
ヒ

（
ハ
）
ョ
。
其
の
児
、
名
は
オ
ワ
ケ
の

臣
。
世
々
、
杖
刀
人
の
首
と
為
り
、
奉
事
し
来
り
今
に
至
る
。

ワ
カ
タ
ケ

（キ
）
ル

（
口
）
の
大
王
の
寺
、
シ
キ
の
宮
に
在
る

時
、
吾
、
天
下
を
左
治
し
、
此
の
百
練
の
利
刀
を
作
ら
し
め
、

吾
が
奉
事
の
根
原
を
記
す
也
。

「獲
加
多
支
歯
大
王
」
は

「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
と
読
ん
で
い
る
。
「
ワ

カ
タ
ケ
ル
大
王
」
で
あ
る
。

同
　
稲
荷
山
古
墳
の
被
葬
者

「辛
亥
年
七
月
中
記
乎
獲
居
臣
上
祖
名
意
冨
比
塊

（オ
オ
ヒ
コ
）」

と
あ
る
。
「意
冨
比
塊
」
は

「大
彦
」
で
あ
ろ
う
。
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鉄
剣
を
作

っ
た
人
物
は

「乎
獲
居
臣
」
で
あ
る
。
「乎
獲
居
臣
」

は

「大
彦
」
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
。

「大
彦
」
は

「倭
城
」
の

「卑
弥
氏
」
で
あ
る
。
「
２
８
５
年
」
頃
、

「崇
神
天
皇
」
を
遼
西
か
ら
日
本

へ
連
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。

大
彦
の
子
孫
は
倭
城
に
留
ま

つ
た
人
も
い
た
。
「
３
９
０
年
」
頃
、

倭
城
か
ら
筑
後

の
人
女
郡
広
川
町
に
逃
げ
て
き
て

「倭
国
」
を
樹
立

す
る
。
「倭
王
讃

・
珍
」
で
あ
る
。

「関
東
地
方
」
は

「倭
王
権
」
が
征
服
し
て
い
る
。
し
た
が

つ
て

「乎
獲
居
臣
」
は

「倭
王
讃

・
珍
」
と
と
も
に

「倭
城
」
か
ら
逃
げ

て
き
た
人
物
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。

０
　
稲
荷
山
古
墳
と

「倭
王
興
」

鉄
剣
が
出
土
し
た
稲
荷
山
古
墳
の

「礫
椰

（れ
き
か
く
）
」
は
古

墳
の
頂
上
に
造
ら
れ
て
い
る
。
「追
葬
墓
」
で
あ
る
。

「
２
０
１
６
年
」
に

「稲
荷
山
古
墳
」
に
レ
ー
ダ
ー
探
査
が
行
わ

れ
た
。
後
円
部
の
中
軸
線
上
の
深
さ
２

・
５
ｍ
の
と
こ
ろ
に
長
さ
約

４
ｍ
、
幅
約
３

ｍ
、
厚
さ
は
最
大
約
ｌ

ｍ
の
石
棺
が
あ
る
と

い
う

（朝
日
新
聞
２
０
１
７
年
１
月
２７
日
）
。

巨
大
な
石
棺
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
王
の
墓
で
あ
ろ
う
。

こ
の
石
棺
が

「稲
荷
山
古
墳
」
の
主
の
石
棺
で
あ
る
。

「稲
荷
山
古
墳
」
は

「
５
世
紀
末
」
頃
の
古
墳
で
あ
る
と
い
う
。

「倭
王
興
」
の
在
位
は

「
４
６
２
年
～
４
７
７
年
」
で
あ
る
。
墓

が
作
ら
れ
る
の
は

「
５
世
紀
末
」
頃
に
な
る
。

□

「稲
荷
山
古
墳
」
は

「倭
王
興
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。

■

「金
錯
銘
鉄
剣
」
が
出
土
し
た

「
礫
椰
」
は
追
葬
で
あ
る
。

■

「辛
亥
」
年
は

「
５
３
１
年
」
で
あ
る
。

（注
）
「歴
史
学
」
「考
古
学
」
は

「辛
亥
年

＝
４
７
１
年
」
説
で
あ

る
。
鉄
剣
銘
に
は

「乎
獲
居
臣
」
は

「獲
加
多
支
歯
大
王
が
天
下
を

治
め
る
の
を
佐

（助
）
け
た
」
と
あ
る
。
し
か
し

「倭
王
武

（
ワ
カ

タ
ケ
ル
）
」
が
即
位
す
る
の
は

「
４
７
８
年
」
で
あ
る
。
「
４
７
１
年
」

は

「倭
王
武
」
は
未
だ
即
位
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
誤
り
を
犯
す
の
は

「倭
の
五
王
」
の
在
位
を
解
明
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

□

「倭
王
興
」
は

「中
国
地
方
ル
ー
ト
」
を
開
拓
し
、
「近
畿
地

方
」
、
「
日
本
海
沿
岸
」、
「東
日
本
」
を
征
服
し
た
偉
大
な

「大

王
」
で
あ
る
。

６
　
「倭
王
興
」
と
百
済

０
　
百
済
の
減
亡

「
４
７
５
年
」
に
百
済
は
高
句
麗
に
減
ぼ
さ
れ
る
。

（雄
略
）
二
十
年

（４
７
６
年
）、
『百
済
記
』
に
云
う
、
「蓋

歯
王
の
乙
卵
年

（４
７
５
年
）
の
冬
、
狛

（高
句
麗
）
の
大
軍
、
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来
た
り
て
、
大
城
を
攻
め
る
こ
と
七
日
七
夜
。
王
城
降
り
陥

（お
ち
）
て
、
遂
に
尉
穫
を
失
う
。
国
主
お
よ
び
大
后

・
王
子

等
、
皆
敵
の
手
に
没
す
」
と
い
う
。
　

　

　

　

『日
本
書
紀
』

「百
済
」
は

「
４
７
５
年
」
に
減
び
る
。

例
　
「倭
王
興
」
に
よ
る

「百
済
」
の
再
興

「倭
王
興
」
は
百
済
の
再
興
を
計
る
。

（雄
略
）
二
十

一
年

（４
７
７
年
）
三
月
、
天
皇
、
百
済
が
高

麗
の
為
に
破
ら
れ
る
と
聞
い
て
、
久
麻
那
利

（く
ま
な
り
）
を

以
て
波
洲
王
に
賜
い
て
其
の
国
を
救
い
興
す
。

『日
本
書
紀
』

「倭
王
興
」
は

「波
洲
王
」
に
朝
鮮
半
島
の
土
地
を
与
え
て

「
百

済
」
を
再
興
す
る
。

□

「
４
７
７
年
」
に

「倭
王
興
」
は
百
済
を
再
興
す
る
。

同
　
「百
済
再
興
」
と

「倭
王
興
」

前
述
の

「百
済
滅
亡
」
の
記
事
に
は

「百
済
が
高
麗
の
為
に
破
ら

れ
る
と
聞
い
て
」
と
あ
る
。
「倭
王
興
」
は
直
接
聞
い
て
い
な
い
。
「
百

済
が
滅
亡
し
た
」
と
い
う
報
告
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は

「倭
王
興
」
が

「
関
東
」
に
居
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「百
済
を
再
興
」
す
る
に
は

「朝
鮮
半
島
の
現
状
」
や
、
「百
済
の

現
状
」
等
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た

「百
済
王
」
を
誰
に

し
た
ら
よ
い
の
か
。
「百
済
王
」
に
な
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
人
物
の

情
報
も
必
要
に
な
る
。
知
り
た
い
情
報
は
次
々
と
膨
ら
ん
で
い
く
。

「倭
王
興
」
は
本
拠
地

（人
女
市
）
に
居
る

「弟
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
」

に
次
々
と
質
問
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
伝
え
る
使
者
は
何
度
も

「九
州
」
と

「
関
東
」
を
往
復
す
る
。
「倭
王
興
」
が
判
断
す
る
ま

で
に
は
多
く
の
時
間
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め

「百
済
再
興
」
に

「
２
年
」
も
掛
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
王
興
」
は
そ
の
年
の

「
４
７
７
年
」
に

「埼
玉
」
で
死
去

し
て

「稲
荷
山
古
墳
」
に
埋
葬
さ
れ
る
。

第
７
章
　
倭
王
武

「倭
の
五
王
」
に
よ
る
全
国
支
配
の
検
証

田
　
「筑
紫
舞
」

「筑
紫
舞
」
と
い
う
舞
が
あ
る
。
西
山
村
光
寿
斉
氏
が
伝
え
て
い

る
舞
で
あ
る
。
古
田
武
彦
氏
が

『よ
み
が
え
る
九
州
王
朝
』
（角
川

選
書
）
の
中
で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
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筑
紫
舞
の
中
で
中
心
に
な
る
舞
は

「翁
」
で
あ
り
、
三
人
立

・
五

人
立

・
七
人
立

。
十
三
人
立
の
舞
が
あ
る
と
い
う
。
西
山
村
光
寿
斉

氏
は
十
三
人
立
は
習
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
筑
紫
舞
の

「翁
」
で
は

諸
国
の
翁
が
集
ま

っ
て
諸
国
の
舞
を
舞
う
と
い
う
。

〇
三
人
立

肥
後
の
翁
、
加
賀
の
翁
、
都
の
翁

〇
五
人
立

肥
後
の
翁
、
加
賀
の
翁
、
都
の
翁
、
難
波
津
よ
り
上
が
り
し

翁
、
出
雲
の
翁

〇
七
人
立

肥
後
の
翁
、
加
賀
の
翁
、
都
の
翁
、
難
波
津
よ
り
上
が
り
し

翁
、
尾
張
の
翁
、
出
雲
の
翁
、
夷
の
翁

「筑
紫
舞
」
は
筑
紫
地
方
の
舞
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
筑
紫
舞
に

は

「筑
紫
の
翁
」
は
出
て
こ
な
い
。

三
人
立

・
五
人
立

・
七
人
立
の
登
場
人
物
を
み
る
と

「都
の
翁
」

が
す
べ
て
に
出
て
い
る
。
「都
の
翁
」
が

「筑
紫
の
翁
」
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

「都
」
は

「倭
王
権

（倭
の
五
王
）
」
の
本
拠
地
で
あ
る

「筑
後

（八

女
市
付
近
）
」
で
あ
ろ
う
。
「都
の
翁
」
は

「倭
の
五
王
」
で
あ
る
。

筑
紫
舞
は
終
始

「
肥
後
の
翁
」
が
中
心
に
な
っ
て
舞
が
進
行
す
る

と
い
う
。
西
山
村
光
寿
斉
氏
は
何
故
、
「
肥
後
の
翁
」
が
中
心
な
の

か
と
師
匠
に
尋
ね
た
が
、
師
匠
か
ら
は
教
え
て
も
ら
え
な
か

っ
た
と

い
つヽ
。

「筑
紫
舞
」
で
あ
る
の
に

「肥
後
の
翁
」
が
中
心
に
な

っ
て
舞
が

進
行
す
る
の
は

「
肥
後
の
翁
」
は

「江
田
王
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
七
人
立
の
舞
」
に
出
て
く
る
翁
は

「肥
後

の
翁

。
加
賀
の
翁

・

都
の
翁

・
難
波
津
よ
り
上
が
り
し
翁

・
尾
張
の
翁

。
出
雲
の
翁

・
夷

の
翁
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
翁
は
そ
の
地
域
の
王
で
あ
ろ
う
。
「筑

紫
舞
」
は

「各
地
の
翁

（王
）」
が
筑
後

へ
参
上
し
て

「都
の
翁
」

に
各
地
の
舞
を
披
露
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「筑
紫
舞
」
は

「都
の
翁
」
が
全
国
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

「都
の
翁
」
は

「
肥
後
」
「加
賀
」
「難
波
」
「
尾
張
」
「出
雲
」
「夷

（関
東
）
」
を
支
配
し
て
い
る
。
「十
三
立
」
も
あ
る
と
い
う
。
日
本

全
国
を
支
配
し
て
い
る
。

そ
れ
を

「肥
後
の
翁
」
が
仕
切
っ
て
い
る
。

「倭
王
武
」
の
即
位
前

に

「讃

。
珍

・
済

・
興
」
の

「
４
人
」
が

全
国
を
征
服
し
て
支
配
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
「都
の
翁
」
は

「倭

王
武
」
で
あ
ろ
う
。

「
肥
後
の
翁
」
は

「
元
利
三
」
で
あ
ろ
う
。

「
元
利
ユ

（肥
後
の
翁
）
」
は

「倭
王
武
」
の
養
育
を
し
て
い
る
。

そ
の
関
係
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
元
利
三
」
は

「倭
王
武
」

に
替
わ

っ
て

「全
国
の
王
」
に
指
示
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
が

「筑

紫
舞
」
の
特
徴
で
あ
る
。
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□

「筑
紫
舞
」
は

「元
利
三
」
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た

「全
国

の
倭
王
権
」
の

「王
」
が

「獲
加
多
支
歯
大
王
」
を
讃
え
る
様

子
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

０
　
「筑
紫
舞
」
の
翁
の
古
墳

「筑
紫
舞
」
は

「獲
加
多
支
歯
大
王

（倭
王
武
）
」
の
時
代
で
あ
り
、

「
元
利
二
」
が

「倭
王
武
」
に
仕
え
て
い
る
時
期
で
あ
る
。

そ
の
後

「
元
利
ユ
」
は
江
田
に
帰
り
、
「江
田
船
山
古
墳
」
の

「追

葬
１
」
と
し
て
埋
葬
さ
れ
る
。
そ
の
時
期
は

「
５
世
紀
末
～
６
世
紀

初
頭
」
で
あ
る
。

「筑
紫
舞
」
に
出
て
く
る

「翁
」
の
古
墳
も
同
じ
こ
ろ
の
古
墳
で

あ
ろ
う
。

「
５
世
紀
末
～
６
世
紀
前
半
」
頃
に
築
造
さ
れ
た

「筑
紫
舞
」
の

翁
の
古
墳
を
探
し
て
み
よ
う
。

○

「
肥
後

の
翁
」

…

利
三
」
で
あ
ろ
う
。

江
田
船
山
古
墳
の
追
葬
１
回
目
の

「元

○

「加
賀
の
翁
」

‥
。

「筑
紫
舞
」
の

「
２
番
目
」
に
常
に
登
場

し
て
い
る
。
「獲
加
多
支
歯
大
王
」
よ
り
も
先
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
「獲
加
多
支
歯
大
王
」
が

一
日
置
い
て
い
る
人
物
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
「倭
の
五
王
」
は

「倭
城
」
か
ら
渡
来
し
て

い
る
。
「大
彦
」
の
子
孫
で
あ
る
。
『日
本
書
紀
』
に

「大
彦
命

は
是
阿
倍
臣

・
膳
臣

・
阿
閉
臣

・
狭
狭
城
山
君

。
筑
紫
国
造

・

越
国
造

・
伊
賀
臣
、
凡
そ
七
族
の
始
祖
な
り
」
と
あ
る
。
「大

彦
」
は
崇
神
天
皇
に
よ
り

「越

（加
賀
）」
に
派
遣
さ
れ
る
。
「加

賀
の
翁
」
は
そ
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。
「加
賀
の
翁
」
の
方
が
本

家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め

「獲
加
多
支
歯
大
王
」
も

一
日
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「六
世
紀
初
頭
」
頃
の
古
墳
に

「
二
本
松
山
古
墳
」
が
あ
る
。

銀
メ
ッ
キ
製
の
王
冠
が
出
土
し
て
い
る
。
二
本
松
山
古
墳
の
主

は

「加
賀
の
翁
」
で
あ
ろ
う
。

「筑
紫
舞
」
の
三
人
立
は

「肥
後
の
翁
、
加
賀
の
翁
、
都
の
翁
」

で
あ
る
。
こ
の
三
人
の
翁
は

「
王
族
」
で
あ
ろ
う
。
「大
彦
」

の
子
孫
で
あ
る
。

○

「出
雲
の
翁
」

・‥
　
出
雲
地
方

の
王
で
あ
ろ
う
。
出
雲
地
方

に
は
北
部
九
州
系
の
古
墳
が
造
ら
れ
る
。
「倭
王
権
」
に
よ
り

派
遣
さ
れ
た
武
将
の
墓
で
あ
ろ
う
。

○

「夷

（え
び
す
）
の
翁
」

・‥
　
時
期
か
ら
み
て
埼
玉
古
墳
群

の

「
二
子
山
古
墳
」
の
主
で
あ
ろ
う
。
「
二
子
山
古
墳
」
は

「岩

戸
山
古
墳

（倭
王
武
の
墓
）
」
と
同
形

。
同
大
で
あ
る

（後
述
）。

「倭
王
興
」
の
長
子
で
あ
り
、
倭
王
武
の
甥
で
は
あ
る
が
年
上

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め

「倭
王
武
」
と
同
じ
墓
を
作
ら

て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

○

「尾
張
の
翁
」

・‥
　
尾
張
地
方

の
王
で
あ
ろ
う
。
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名
古
屋
台
地
は
５
世
紀
後
半
か
ら
突
如
と
し
て
周
濠
の
あ
る
古

墳
が
造
ら
れ
る
。
「倭
王
権
」
に
よ

つ
て
派
遣
さ
れ
た
武
将

の

墓
で
あ
ろ
う
。
「倭
王
興
」
は
「尾
張
地
方
」
を
征
服
し
て
、
「
関

東
」
の
征
服
に
向
か
っ
て
い
る
。

獲
加
多
支
歯
大
王
と
同
時
代
の
古
墳
に

「断
夫
山
古
墳
」
が
あ

る
。
他
と
較
べ
て
圧
倒
的
に
大
き

い
。
「尾
張
の
翁
」
は

「
断

夫
山
古
墳
」
の
主
で
あ
ろ
う
。

○

「難
波
津
よ
り
上
が
り
し
翁
」

‥
・

難
波

（摂
津
、
河
内
）

地
域
を
支
配
す
る
王
で
あ
ろ
う
。
継
体
天
皇
の
墓
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
今
城
塚
古
墳
の
石
棺
は
阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
石
棺
で

あ
る
。
「宇
土
王
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。
今
城
塚
古
墳
の
近
く
の

淀
川
中
流
域
に
は

「筑
紫
津
」
が
あ
り
、
筑
紫
君

（倭
王
権
）

が
派
遣
し
た
軍
船
が
停
泊
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る

（森
田

克
行
）。
ま
た

「筑
紫
津
神
社
」
が
あ
る
。
「倭
王
権
」
の
神
を

祀

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「難
波
津
か
ら
上
る
」
と
あ
る
が

難
波
だ
け
で
は
な
く
畿
内

一
帯
を
支
配
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
淀
川
水
系
、
お
よ
び
大
和
川
水
系
も
支
配
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
「難
波
津
よ
り
上
が
り
し
翁
」
は

「継
体
天
皇
の
父
」

で
あ
ろ
う
。
「今
城
塚
古
墳
」
は

「継
体
天
皇
の
父
」
の
古
墳

で
あ
り
、
「継
体
天
皇
」
は
追
葬
で
あ
る
。

□

「筑
紫
舞
」
の

「翁
」
と
そ
の
古
墳

■
都
の
翁

■
肥
後
の
翁

■
加
賀
の
翁
　
二
本
松
山
古
墳
の
主

■
難
波
津
よ
り
上
が
り
し
翁
　
継
体
天
皇
の
父

近
畿

■
夷
の
翁
　
　
二
子
山
古
墳
の
主
　
　
関
東

■
尾
張
の
翁
　
断
夫
山
古
墳
の
主
　
　
尾
張

■
出
雲
の
翁

　

（？
）
　

　

　

　

　

出
雲

□

「筑
紫
舞
」
は

「倭
王
権
」
が
全
国
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

２
　
「倭
王
武
」
と
年
号

ｍ
　
「倭
王
武
」
の
朝
貢

倭
王
武
は
中
国
王
朝

へ
３
回
も
朝
貢
し
て
い
る
。

第
１
回
目
は
即
位
し
た
と
き
の

「
４
７
８
年
」
で
あ
る
。

翁

獲
加
多
支
歯
大
王

元
利
三

支
配
地
域
　
墓

全
国
　
　
岩
戸
山
古
墳

肥
後

江
田
船
山
古
墳

（追
葬
）

越

二
本
松
山
古
墳

今
城
塚
古
墳

二
子
山
古
墳

断
夫
山
古
墳

（？
）
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興
死
弟
武
立
。
自
称
使
持
節
都
督
倭
百
済
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓

慕
韓
七
国
諸
軍
事
安
東
大
将
軍
倭
国
王
。
順
帝
昇
明
二
年
、
遣

使
上
表
日
、
封
国
偏
遠
作
藩
干
外
。
　

　

　

『宋
書
』
倭
国
伝

（訳
）
倭
王
興
が
死
し
て
弟
の
武
が
立
つ
。
自
ら
使
持
節
都
督

倭

。
百
済

。
新
羅

・
任
那

。
加
羅

・
秦
韓

。
慕
韓
七
国
諸
軍
事

安
東
大
将
軍
倭
国
王
を
称
す
。
順
帝
の
昇
明
二
年
（４
７
８
年
）
、

（倭
王
武
）
使

い
を
遣
わ
し
上
表
し
て
曰
く
、
「封
国
は
偏
遠

に
し
て
藩
を
外
に
作
る
。
（中
略
）
」
と
い
う
。

「倭
王
武
」
は

「七
国
諸
軍
事
」
を
自
称
し
て
い
る
。

「倭
王
済
」
の

「
六
国
諸
軍
事
」
に

「百
済
」
を
追
加
し
て
い
る
。

前
年
の

「
４
７
７
年
」
に

「倭
王
興
」
が

「百
済
」
を
再
興
し
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

第
２
回
目
は

「
斉
」

へ
朝
貢
し
て
い
る
。

建
元
元
年

（４
７
９
年
、
高
帝
）
進
め
て
新
た
に
使
持
節
都
督
、

倭

。
新
羅

・
任
那

。
加
羅

・
秦
韓

。
（慕
韓
）
六
国
諸
軍
事
、

安
東
大
将
軍
倭
王
武
に
除
し
、
号
し
て
鎮
東
大
将
軍
と
為
す
。

『南
斉
書
』

新

「王
権
」
の

「斉
」
は

「倭
王
武
」
の
自
称
を
認
め
ず
、
前

「王

権

（宋
）」
が
正
式
に
認
め
て
い
る

「倭
王
済
」
の

「六
国
諸
軍
事
」

を
採
用
し
て
い
る
。

第
３
回
目
は

「
梁
」

へ
朝
貢
し
て
い
る
。

天
監
元
年

（
５
０
２
年
）
、
鎮
東
大
将
軍
倭
王
武
を
進
め
て
征

東
将
軍
に
進
号
せ
し
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『梁
書
』

「倭
王
武
」
は
３
回
も
朝
貢
し
て
い
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

第
１
回
目
は
即
位
し
て
す
ぐ
朝
貢
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

「宋
王

朝
」
は
翌
年

「
４
７
９
年
４
月
」
に

「斉
」
に
禅
位
す
る
。

（順
帝
）
昇
明
三
年

（４
７
９
年
）
四
月
、
禅
位
子
斉
。

『宋
書
』
帝
紀

中
国
の
南
朝
は

「宋
」
か
ら

「斉
」

へ
交
代
す
る
。

宋
が
斉
へ
禅
位
す
る
の
は

「
４
７
９
年
４
月
」
で
あ
る
か
ら

「倭

王
武
」
は
直
ち
に

「斉
」
へ
朝
貢
し
て
い
る
。

「斉
」
は

「
５
０
２
年
３
月
」
に

「
梁
」

へ
禅
位
す
る
。

（和
帝
）
中
興
二
年

（５
０
２
年
）
三
月
、
禅
位
梁
王
。

『南
斉
書
』
帝
紀

「倭
王
武
」
は
、
ま
た
も
直
ち
に
そ
の
年
の
「
５
０
２
年
」
に

「梁
」

へ
朝
貢
し
て
い
る
。

中
国
の
王
朝
が
交
代
す
る
と

「倭
王
武
」
は
直
ち
に
新
し
い
王
朝
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へ
朝
貢
し
て
い
る
。
こ
れ
が
当
時
の

「中
国
王
朝
」
と

「倭
国
」
の

関
係
で
あ
る
。

０
　
朝
貢
の
中
断

「倭
王
武
」
は

「
５
０
２
年
３
月
」
に

「斉
」
か
ら

「梁
」

へ
交

代
す
る
と
直
ち
に
朝
貢
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
は
朝
貢
を
し
て
い
な
い
。

倭
王
武
の
先
祖
を
見
る
と
同
じ

「宋
王
朝
」

へ

「
２
～
３
回
」
は

朝
貢
し
て
い
る
。

○

「倭
の
五
王
」
の

「宋
」

へ
の
朝
貢

■
倭
王
珍
　
　
　
４
３
０
年
、
４
３
８
年

■
倭
王
済
一　
　
　
４
４
３
年
、
４
５
１
年
、
４
６
０
年

■
倭
王
興
　
　
　
４
６
２
年
、
４
７
７
年

倭
王
武
の
先
祖
は

「
８
～
１５
年
」
の
間
隔
で
同
じ

「宋
王
朝
」

へ

朝
貢
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

「倭
王
武
」
は

「
５
０
２
年
」
に

「梁
」
へ
朝
貢
し
た

後
は

「
５
２
５
年
」
に
死
去
す
る
ま
で
の

「
２３
年
間
」
も
朝
貢
を
し

て
い
な

い
。
「梁
王
朝
」
は

「
５
０
２
年
～
５
５
７
年
」
ま
で
続

い

て
い
る
。

日
本
列
島
か
ら
次
に
中
国
王
朝

へ
朝
貢
す
る
の
は

「
６
０
０
年
」

の
隋
の
時
代
で
あ
る
。
「約
１
０
０
年
間
」
は
日
本
列
島
か
ら
中
国

王
朝

へ
の
朝
貢
は
途
絶
え
て
い
る
。
何
故
、
倭
王
武
は
朝
貢
を
中
止

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
中
国
王
朝
が
度
々
交
代
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「倭
王
武
」
は

「
４
７
８
年
４
月
」
以
前
に
即
位
す
る
と

「
４
７
８

年
５
月
」
に
宋
王
朝

へ
朝
貢
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

「
宋
王
朝
」
は

翌
年

の

「
４
７
９
年
４
月
」
に

「
斉
」

へ
禅
位
す
る
。
「倭
王
武
」

に
と

つ
て
は
シ
ョ
ツ
ク
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に

「
斉
」
は

「
５
０
２
年
３
月
」
に

「梁
」

へ
禅
位
す
る
。

「倭
王
武
」
は
ま
た
も
大
き
な
シ
ョ
ツ
ク
を
受
け
る
。

中
国
王
朝
は
め
ま
ぐ
る
し
く
交
代
す
る
。
中
国
王
朝
は
信
頼
で
き

な
い
。
「
倭
王
武
」
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
た
め

「
倭
王
武
」
は
中
国
王
朝

へ
の
朝
貢
を
し
ば
ら
く
控
え

る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
　
「倭
王
武
」
と

「年
号
」

「倭
王
武
」
は

「年
号
」
を
建
て
て
い
る
。

鶴
峰
戊
申

（し
げ
の
ぶ
）
の

『襲
国
偽
僣
考
』
「九
州
年
号
」
に

そ
の

「年
号
」
が
あ
る
。

〇
九
州
年
号

■
継
体
天
皇
十
六
年
、
武
王
、
年
を
建
て
善
記
と
い
う
。
是
九

州
年
号
の
は
じ
め
な
り
。

■
年
号
　
九
州
年
号
。
け
だ
し
善
記
よ
り
大
長
に
い
た
り
て
、

お
よ
そ

一
百
七
十
七
年
。
其
の
間
、
年
号
連
綿
た
り
。
（略
）

●
善
記
　
襲
の
元
年
。
継
体
天
皇
十
六
年
壬
寅
。
梁
の
普
通
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三
年
に
あ
た
る
。
（中
略
）
善
記
四
年
に
終
わ
る
。

●
正
和
　
継
体
天
皇
二
十
年
丙
午
。
正
和
元
年
と
す
。
（中

略
）
正
和
五
年
に
終
わ
る
。

●
殷
到
　
継
体
天
皇
二
十
五
年
辛
亥
。
殷
到
元
年
と
す
。

（中
略
）
如
是
院
年
代
記
、
教
到
に
作
る
。
同
書
に
、
教

到
元
、
始
め
て
暦
を
作
る
、
と
あ
る
も
ま
た
襲
人
の
し
わ

ざ
な
る
べ
し
。　
一
説
に
正
和
と
殷
到
と
の
間
に
定
和

・
常

色
の
二
年
号
あ
り
。
い
わ
く
定
和
、
七
年
に
終
わ
る
。
常

色
、
八
年
に
終
わ
る
。
　
　
　
　
　
　
『襲
国
偽
僣
考
』

「倭
王
武
」
は
年
号
を
建
て
て
い
る
。
「九
州
年
号
の
は
じ
め
な
り
」

と
あ
る
。
「倭
王
武
」
は
日
本
で
初
め
て
年
号
を
建
て
て
い
る
。

「梁
の
普
通
三
年
」
は

「
５
２
２
年
」
で
あ
る
。

「倭
王
武
」
の
年
号
は

「善
記
」
で
あ
り
、
「善
記
」
は

「
５
２
２

年
～
５
２
５
年
」
で
あ
る
。
「倭
王
武
」
は

「
５
２
２
年
」
に
初
め

て
年
号
を
建
て
て
、
「
５
２
５
年
」
に
死
去
し
て
い
る
。

次
の

「正
和
」
年
号
は

「
５
２
６
年
～
５
３
０
年
」
で
あ
る
。
「倭

王
武
」
の
次
の

「倭
王
」
の
年
号
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
王
武
」
の
在
位
は

「
４
７
８
年
～
５
２
５
年
」
で
あ
る
こ

と
が
判
明
す
る
。

（注
）
歴
史
学
者
は

「倭
王
武
＝
雄
略
天
皇
」
説
で
あ
る
。
雄
略
天

皇
は

「
４
７
９
年

（あ
る
い
は
４
８
９
年
）
」
に
死
去
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て

「
５
０
２
年
」
の

「鎮
東
大
将
軍
倭
王
武
を
進
め
て
征

東
将
軍
に
進
号
せ
し
む
」
は
中
国
王
朝
が

「倭
王
武
」
は
死
去
し
て

い
る
の
を
知
ら
な
い
で

「進
号
」
し
た
と
し
て
い
る
。

「歴
史
学
者
」
は

『襲
国
偽
僣
考
』
を
偽
書
と
し
て
検
討
も
し
な

い
で
切
り
捨
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
日
本
の
歴
史
」
は
大
き
く

狂

っ
て
い
る
。

国
　
中
国
か
ら
の
独
立

「年
号
」
を
建
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
は

「
天
子
」
だ
け
で
あ
る
。

「倭
王
武
」
は

「天
子
」
に
な
っ
て
い
る
。

中
国
の

「天
子
」
に
対
抗
し
て

「倭
王
武
」
は

「天
子
」
に
な

っ

て
い
る
。
中
国
か
ら
独
立
し
た
の
で
あ
る
。

「倭
国
」
は

「東
は
毛
人
を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国
、
西
は
衆
夷

を
服
す
る
こ
と
六
十
六
国
、
渡
り
て
海
北
を
平
ら
げ
る
こ
と
九
十
五

国
」
と
い
う
よ
う
に
多
く
の
国
々
を
征
服
し
て
い
る
。

自
分

（倭
王
武
）
は
こ
れ
ら
の
国
々
を
支
配
し
て
い
る
。
中
国
王

朝
に
頼
る
必
要
は
な
い
。
「倭
王
武
」
は
こ
れ
ら
の
国
々
を

「
天
子
」

と
し
て
統
治
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
直
接
の
き

っ
か
け
は

「
５
２
１
年
」
に

「百
済
国
」
が
朝
貢

し
て

「寧
東
大
将
軍
」
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
年

（５
２
１
年
）
、
高
祖
は
詔
し
て
、
「行
都
督
諸
軍
事

・

鎮
東
大
将
軍
餘
隆
は
蕃
屏
と
し
て
海
外
に
あ
り
、
（中
略
）
こ

こ
に
栄
あ
る
官
爵
を
授
け
、
使
持
節
都
督
百
済
諸
軍
事
寧
東
大
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将
軍
百
済
王
と
す
る
」
と

い
う
。

『梁
書
』
（訳
文
は

『東
ア
ジ
ア
民
族
史
Ｉ

（東
洋
文
庫
）』
に

よ
る
）

「倭
王
武
」
は

「
５
０
２
年
」
に

「征
東
将
軍
」
に
な

っ
て
い
る
。

そ
の
後
は
朝
貢
を
中
止
し
て
い
る
。
「称
号
」
は

「
征
東
将
軍
」
の

ま
ま
で
あ
る
。
「征
東
将
軍
」
よ
り

「寧
東
大
将
軍
」
の
方
が
位
は

上
に
な
る
。

「百
済
」
は

「
４
７
５
年
」
に
滅
び
た
と
き
、
兄

「倭
王
興
」
が

「百
済
」
を
再
興
し
て
い
る
。
「
百
済
」
は
そ
の
後
も

「倭
国
」
の

支
配
下
に
あ
る
。
そ
れ
が
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
。

「倭
王
武
」
は
こ
れ
に
は
耐
え
ら
れ
ず
、
対
抗

す

る
た
め
に

「
５
２
２
年
」
に
自
ら

「
天
子
」
と
な
り
、
中
国
か
ら
独
立
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

□

「倭
王
武
」
は

「天
子
」
に
な
り
、
「年
号
」
を
建
て
る
。

■

「
５
２
２
年
」
に

「
倭
王
武
」
は

「天
子
」
に
な
り
、
中
国

か
ら
独
立
す
る
。

■
中
国
王
朝
へ
の
朝
貢
は
中
止
す
る
。

■

「倭
王
武
」
の
年
号
は

「善
記
」
（５
２
２
年
～
５
２
５
年
）

で
あ
る
。

日

「善
記
」
年
号
か
ら
連
綿
と

「年
号
」
は
続
く
。
「九
州
年

号
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

３

「倭
王
武
」
の
墓

０

岩
戸
山
古
墳

『筑
後
国
風
土
記
』
は

「磐
井
の
墓
」
と
し
て
次
の
よ
う

に
伝
え

て
い
る
。

上
妻
郡
。
郡
の
南
二
里
に
筑
紫
君
磐
井
の
墓
あ
り
。
墳
高
七
丈
、

周
六
十
丈
。
墓
田

（墓
の
廣
さ
）
は
南
北
各
六
十
丈
、
東
西
各

四
十
丈
。
石
人

・
石
盾
各
六
十
枚
、
交
陣
し
行
を
成
し
四
面
を

周
る
。
東
北
の
角
に
一
つ
の
別
区
が
有
り
、
号
し
て
衛
頭

（が

と
う
）
と

い
う

（衛
頭
は
政
所
な
り
）。
其
の
中
に

一
つ
の
石

人
有
り
。

（中
略
）
ま
た
石
馬
三
匹
、
石
殿
三
間
、
石
蔵
二
間

有
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『風
土
記
』

（注
）
「筑
紫
君
磐
井
の
墓
あ
り
。
墳
高
七
丈
」
と
読
む
の
は
森
浩

一
氏
に
よ
る
。

『風
土
記
』
は

「筑
紫
国
造
磐
井
」
を

「筑
紫
君
」
と
記
す
。
「倭

王
権

（倭
の
五
王
）
」
で
あ
る
。

「東
北
の
角
に

一
つ
の
別
区
が
有
り
、
号
し
て
衝
頭

（が
と
う
）

と
い
う

（衛
頭
は
政
所
な
り
）。
其
の
中
に

一
つ
の
石
人
有
り
。
（中

略
）
ま
た
石
馬
三
匹
、
石
殿
三
間
、
石
蔵
二
間
有
り
」
と
記
す
。

「石
人

・
石
馬
」
文
化
の
頂
点
に
あ
る
古
墳
と
い
え
る
。
「倭
王
権
」
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図14 岩戸山古墳
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の

「王
墓
」
で
あ
る
。

森
貞
次
郎
氏
は
こ
れ
が
福
岡
県
八
女
市
の

「岩
戸
山
古
墳
」
で
あ

る
こ
と
を
実
証
し
た
。

図
１４
　
岩
戸
山
古
墳

（６２
号
）

「岩
戸
山
古
墳
」
は
次
の
よ
う
な
古
墳
で
あ
る
。

○
福
岡
県
八
女
市
吉
田
の
東
西
に
走
る
八
女
丘
陵
上
に
位
置
す
る
。

○
墳
丘
は
全
長
９５
ｍ
、
後
円
部
径
７０

ｍ
、
高
さ
１３

。
５

ｍ

Ｏ
墳
丘
周
囲
に
は
幅
約
２０

ｍ
の
周
堀
と
外
堤
を
持

つ
。

○
外
堤
ま
で
含
め
た
総
長
は
１
７
６

ｍ
に
達
し
、
北
部
九
州
最
大

の
古
墳
。

○
東
北
隅
に
外
堤
に
続
く

一
辺
４３

ｍ
の
方
形
の
区
画
が
あ
る

（別

区
）。

○
内
部
主
体
は
不
明
で
あ
る
。

○
墳
丘

・
別
区
か
ら
武
装
石
人

・
裸
体
石
人

・
馬

。
猪

・
鶏

・
水

鳥

・
翡

。
き
ぬ
が
さ

・
大
刀

・
堆

・
靭
な
ど
の
各
種
の
破
片
が

発
見
さ
れ
た
。

０
６
世
紀
前
半
の
築
造
　
『日
本
古
墳
大
辞
典
』
（東
京
堂
出
版
）

０
　
「倭
王
武
」
の
墓
＝
岩
戸
山
古
墳

「岩
戸
山
古
墳
」
は

「人
女
丘
陵
」
に
あ
り
、
「
６
世
紀
前
半
の
築

造
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も

「
北
部
九
州
最
大
の
古
墳
」
で
あ
る
。

「
北
部
九
州
」
を
支
配
し
た

「王
の
墓
」
で
あ
ろ
う
。

「
八
女
丘
陵
」
は

「倭
王
権

（倭
の
五
王
）」
の
本
拠
地
で
あ
る
。

「倭
王
武
」
の
在
位
は

「
４
７
８
年
～
５
２
５
年
」
で
あ
る
。
「岩

戸
山
古
墳
」
は

「
倭
王
武
」
の
墓
で
あ
ろ
う
。

□

「岩
戸
山
古
墳
」
は

「倭
王
武
」
の
墓
で
あ
る
。

■
岩
戸
山
古
墳
は
未
発
掘
で
あ
る
。

■
お
そ
ら
く
墓
誌
が
あ
り
、
「獲
加
多
支
歯
大
王
」
「倭
王
武
」

「善
記
」
年
号
が
書
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

□

「倭
の
五
王
」

■

「倭
王
讃
」

■

「倭
王
珍
」

■

「倭
王
済
」

■

「倭
王
興
」

■

「倭
王
武
」

の
墓

（ま
と
め
）

の
墓
…

「石
人
山
古
墳
」

の
墓
…

「太
田
茶
臼
山
古
墳
」

の
墓
…

「岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
」

の
墓
…

「稲
荷
山
古
墳
」

の
墓
…

「岩
戸
山
古
墳
」
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４
　
「倭
王
興
の
長
子
」
の
墓

ｍ
　
二
子
山
古
墳

「
二
子
山
古
墳
」
は

「埼
玉
古
墳
群
」
の
中
に
あ
り
、
「稲
荷
山
古

墳
」
の
次
に
造
ら
れ
た
古
墳
で
あ
る
。

〇
二
子
山
古
墳
　
（埼
玉
古
墳
群
の
中
で
最
大
規
模
、
武
蔵
全
域

で
の
最
大
の
古
墳
）

。
規
模
…
全
長
１
３
８

ｍ
、
後
円
部
の
直
径
…
７０

ｍ
、
高
さ
…

１３

ｍ

。
前
方
部
の
幅
…
９０

ｍ
、
高
さ
…
１４

・
９

ｍ

・
築
造
…
６
世
紀
初
頭
前
後

・
稲
荷
山
古
墳
に
次

い
で
築
造
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

武
蔵
国

（現
在
の
埼
玉
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
の
一
部
）

で
最
大
の
前
方
後
円
墳
。

。
長
方
形
の
二
重
の
周
濠
を
巡
ら
し
、
後
円
部
西
側
の
中
堤
に

は
、
台
形
の
造
り
出
し
が
あ
る
。

・
直
径
５０

ｃｍ
を
超
え
る
大
型
の
円
筒
埴
輪
が
出
土
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『埼
玉
古
墳
群
』

「埼
玉
古
墳
群
」
で
は

「
５
世
紀
末
」
に

「
稲
荷
山
古
墳
」
が
築

造
さ
れ
、
「
６
世
紀
初
頭
前
後
」
に

「
二
子
山
古
墳
」
が
築
か
れ
る
。

「武
蔵
全
域
で
の
最
大
の
古
墳
」
で
あ
る
と

い
う
。
稲
荷
山
古
墳

よ
り
規
模
は
大
き
い
。

０
　
「
二
子
山
古
墳
」
と

「倭
王
武
」

「稲
荷
山
古
墳
」
は

「東
日
本
」
を
征
服
し
た

「倭
王
興
」
の
墓

で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
大
き
な
古
墳
を
造

っ
て
い
る
。
「倭
王
興
」
の

世
継
ぎ
の
古
墳
で
あ
ろ
う
。

「
二
子
山
古
墳
」
は

「倭
王
武
」
の
墓

「岩
戸
山
古
墳
」
と
同
形

・

同
大
の
古
墳
で
あ
る

（復
元
⑤
）
。

○
岩
戸
山
古
墳

・
全
長
…
１
３
２
ｍ
、
後
円
部
径
…
７ｏ
ｍ
、
高
さ
…
１３

・
５
ｍ

前
方
部
幅
…
９５
ｍ
、
高
さ
…
１３

・
５
ｍ

・
墳
丘
周
囲
に
は
幅
約
２０

ｍ
の
周
堀
と
外
堤
を
持
ち
、
外
堤
ま

で
含
め
た
総
長
は
１
７
６

ｍ
に
達
し
、
北
部
九
州
最
大
の
古

墳
。

・
東
北
隅
に

一
辺
４３

ｍ
の
方
形
の

「別
区
」
が
あ
る
。

・
石
製
品
…
武
装
石
人
、
馬
、
猪
、
鶏
、
大
刀
、
そ
の
他

「
二
子
山
古
墳
」
の
被
葬
者
は

「
倭
王
武
」
と
同
格
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

「倭
王
興
」
と

「倭
王
武
」
は
兄
弟
で
あ
る
。
し
か
し
、
年
の
差

は

「
２５
才
」
以
上
も
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

（
６９
号
０
）
。
「倭
王

武
」
よ
り
も
甥
の

「
二
子
山
古
墳
」
の
被
葬
者
の
方
が
年
上
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

何
故
、
「
二
子
山
古
墳
」
の
被
葬
者
が

「王
位
」
を
嗣
が
な
か

っ
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た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「倭
王
権
」
で
は

「
兄
弟
」
継
嗣
の
よ
う
で
あ
る
。
「倭
王
讃
」
が

死
去
し
た
と
き
弟
の

「珍
」
が
即
位
し
て
い
る
。
「倭
王
権
」
で
は

「親
子
」
継
嗣
で
は
な
く

「兄
弟
」
継
嗣
な
の
で
あ
ろ
う
。

「倭
王
武
」
は
即
位
し
た
と
き
か
ら
年
上
の

「
二
子
山
古
墳
」
の

被
葬
者

（倭
王
興
の
長
子
）
に
気
を
遣

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「倭

王
武
」
は
寿
墓

（生
前
に
墓
を
造
る
）
を
造

っ
て
い
る
。
「倭
王
武
」

は
甥
に
自
分
と
同
格
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
寿
墓
の

「岩
戸
山

古
墳
」
と
同
形

。
同
大
の

「
二
子
山
古
墳
」
を
造
ら
せ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

５
　
塚
坊
主
古
墳

０
　
塚
坊
主
古
墳

「塚
坊
主
古
墳
」
は

「
江
田
船
山
古
墳
」
の
次
に
造
ら
れ
た
古
墳

で
あ
る
。

○
塚
坊
主
古
墳

。
江
田
船
山
古
墳
の
南
に
あ
る
前
方
後
円
墳

・
墳
長
約
４４

ｍ
、
後
円
部
径
約
３０

ｍ
、
前
方
部
最
大
幅
約
２ｌ

ｍ

。
幅
約
５

ｍ
の
周
濠
を
め
ぐ
ら
す
。

・
主
体
部
は
割
石
小
口
積
み
の
横
穴
式
石
室
で
、
玄
室
の
奥
に

家
形
石
棺
を
安
置
。

・
石
棺
の
内
壁
に
赤
の
連
続
三
角
文
が
描
か
れ
て
い
る
。

・
石
室
内
か
ら
鉄
鉾
１

・
轡
２

。
木
芯
鉄
板
張
輪
鎧
破
片
１
対

分

。
青
銅
鈴
１

・
尾
錠
破
片
１

・
環
状
金
具
１

・
須
恵
器
破

片
１
。

。
周
溝
内
か
ら
須
恵
器

。
埴
輸
破
片
が
出
土
。

・
築
造
は
６
世
紀
前
半
。『日

本
古
墳
大
辞
典
』
（東
京
堂
出
版
）

０
　
元
利
三
と
塚
坊
主
古
墳

「
江
田
正
三
代
目
」
の
墓
は

「市
野
山
古
墳
」
で
あ
る
。
「
５
世
紀

中
葉
～
後
葉
」
の
古
墳
で
あ
る
。

「塚
坊
主
古
墳
」
は

「
６
世
紀
前
半
」
の
古
墳
で
あ
る
。
「江
田
王

（倭
隋
）
」
の
子
孫
の
墓
で
あ
ろ
う
。

「
元
利
三
」
は

「
三
代
目
」
で
あ
り
、
「江
田
船
山
古
墳
」
に
追
葬

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は

「
５
世
紀
末
～
６
世
紀
初
頭
」
で
あ
る
。

「
元
利
三
」
の
方
が

「塚
坊
主
古
墳
」
の
主
よ
り
も
早
く
死
去
し
て

い
る
。

「
元
利
三
」
が

「
兄
」
で
あ
り
、
「塚
坊
主
古
墳
」
の
主
は

「弟
」

で
あ
ろ
う
。

「
元
利
三
」
に
は

「王
冠
」
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
。
「塚
坊
主
古
墳
」

の
方
に
は

「王
冠
」
は
無

い
。
「江
田
正
三
代
目
」
は

「元
利
三
」

で
あ
ろ
う
。

□

「
元
利
三
」
は

「江
田
正
三
代
目
」
で
あ
る
。
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■

「
倭
王
済
」
の
要
望
に
よ
り
、
「元
利
三
」
は

「倭
王
権
」

の
本
拠
地
筑
後
へ
行
き
、
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
の
養
育
を
し
て

い
る
。

■

「
典
曹
人
」
と
い
う

「文
官
」
に
な
っ
て
い
る
。

■
副
葬
品
に

「亀
甲
繋
文
金
銅
飾
履
」
が
あ
る
。
ま
さ
に

「文

官
」
で
あ
る
。

■
「亀
甲
繋
文
広
帯
式
金
銅
冠
」
（王
冠
）
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
。

■

「
元
利
三
」
は

「王
」
で
あ
る
。

■
し
た
が

っ
て

「塚
坊
主
古
墳
」
の
主
は

「
元
利
三
」
の

「弟
」

で
あ
ろ
う
。

「塚
坊
主
古
墳
」
の
主
は

「
兄
」
が

「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
の
養
育
の

た
め
に
筑
後

へ
行

っ
た
の
で

「江
田
」
を
守
る
役
を
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め

「江
田
王
」
で
は
な
い
の
に

「塚
坊
主
古
墳
」

を
造

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「元
利
三
」
は
弟
が
古
墳
を
造

っ
て
い
る
の
で
自
分
は
祖
父
の
「江

田
船
山
古
墳
」
に
埋
葬
さ
れ
る
の
を
希
望
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

０
　
「江
田
王
４
代
目
」

「
江
田
船
山
古
墳
」
に
は

「追
葬
２
」
が
あ
る
。
「王
冠
」
を
持
っ

て
い
る
。
「
６
世
紀
後
半
」
で
あ
る
。

「
元
利
三
」
の
長
子
で
あ
ろ
う
。
「
江
田
王
４
代
目
」
に
な

っ
て
い
る
。

「
５
３
１
年
」
の

「磐
井
の
乱
」
で

「倭
王
権
」
は
滅
び
る
。
そ

の
た
め
墓
を
造
ら
ず
に

「曾
祖
父
」
の

「江
田
船
山
古
墳
」
に
追
葬

さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

お
わ
り
に

「倭
の
五
王

（倭
王
権
）」
は

「
日
本
列
島
」
を
征
服
し
、
「朝
鮮

半
島
」
ま
で
支
配
し
た
偉
大
な

「王
権
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
今
の

「
日
本
史
」
に
は

「
倭
の
五
王
」
が
抜
け
て
い
る
。

あ
る
い
は

「間
違

っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
」
と
い
う
方
が
正
し
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

○

「歴
史
学
会
」

へ
の
要
望

■
日
本
国
民
は

「倭
の
五
王
」
を
知
ら
な
い
。

■
今
の

「
日
本
史
」
に

「倭
の
五
王
」
を
早
急
に
書
き
加
え
る

べ
き
で
あ
る
。

■
正
し
い

「
日
本
の
歴
史
」
を
国
民
に
教
え
る
の
が

「
歴
史
学

者
」
の
責
務
で
あ
ろ
う
。

Ａ
本

佃
　
収
　
著
　
　
早
わ
か
り

「
日
本
通
史
」
（概
要
編
）

『新

「
日
本
の
古
代
史
」
（佃
説
）』
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□

「倭
の
五
王
全
史
料
」

古
田
武
彦
氏

（『古
代
は
輝
い
て
い
た
Ⅱ
』

（朝
日
新
聞
社
）
よ
り
）

○

『梁
書
』
倭
伝

１
　
晋
の
安
帝

（３
９
６
１
４
１
８
年
）
の
時
、
倭
王
賛
有
り
。

○

『晋
書
』
安
帝
紀

２
　
（晋
安
帝
、
義
熙
九
年
＝
４
１
３
年
）
是

の
歳
、
高
句
麗

・
倭

国
及
び
西
南
の
銅
頭
大
師
、
並
び
に
方
物
を
献
ず
。

○

『太
平
御
覧
』
香
部

一
、
時
条

３
　
（「義
熙
起
居
注
」
）
倭
国
、
犯
皮

。
人
参
等
を
献
ず
。
詔
し
て

細
笙

・
膵
香
を
賜
う
。

○

『宋
書
』
〔①
～
⑥
は
倭
国
伝
、　
ａ
～
ｉ
は
帝
紀
〕

４
　
（①
）
高
祖
の
永
初
二
年

（４
２
１
年
）
、
詔
し
て
曰
く
、
「倭

讃
、
万
里
貢
を
修
む
。
遠
誠
宜
し
く
頸

（あ
ら
わ
）
す
べ
く
、
除

授
を
賜
う
可
し
」
と
。

５
　
（②
）
太
祖
の
元
嘉
二
年

（４
２
５
年
）
、
讃
、
又
司
馬
曹
達
を

遣
わ
し
て
表
を
奉
り
、
方
物
を
献
ず
。
讃
死
し
て
弟
の
珍
立
つ
。

使

い
を
遣
わ
し
て
貢
献
し
、
自
ら
使
持
節

。
都
督
、
倭

。
百
済

・

新
羅

・
任
那

・
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍

・
倭
国

王
と
称
し
、
表
し
て
除
正
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
む
。
詔
し
て
安
東

将
軍
倭
国
王
に
除
す
。
珍
、
又
倭
隋
等
十
三
人
を
平
西

・
征
虜

・

冠
軍

・
輔
国
将
軍
の
号
に
除
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
詔
し
て
並
び
に

聴

（ゆ
る
）
す
。

（
ａ
）
（文
帝
、
元
嘉
七
年

＝
４
３
０
年
、
春
正
月
）
是
の
月
、

倭
国
王
、
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《
珍
》

（ｂ
）
（文
帝
、
元
嘉
十
五
年

＝
４
３
８
年
、
夏
四
月
）
己
巳
、

倭
国
王
珍
を
以
て
安
東
将
軍
と
為
す
。

（
ｃ
Ｘ
文
帝
、
元
嘉
十
五
年

＝
４
３
８
年
）
是
の
歳
、
武
都
王

・

河
南
国

。
高
麗
国

・
倭
国

・
扶
南
国

・
林
邑
国
、
並
び
に
使
を
遣

わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《珍
》

（③
）
二
十
年

（文
帝
、
元
嘉
二
十
年
＝
４
４
３
年
）
、
倭
国
済
、

使
を
遣
わ
し
て
奉
献
す
。
復
た
以
て
安
東
将
軍
倭
国
王
と
為
す
。

（ｄ
）
（文
帝
、
元
嘉
二
十
年
、
４
４
３
年
）
是
の
歳
、
河
西
国

。

高
麗
国

・
百
済
国

。
倭
国
、
並
び
に
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。

《
済
》

（④
）
（文
帝
、
元
嘉
二
十
八
年
＝
４
５
１
年
）
使
持
節
都
督
、

倭

。
新
羅

。
任
那

。
加
羅

。
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
を
加
え
、

安
東
将
軍
は
故
の
如
く
、
井
び
に
上

（た
て
ま
つ
）
る
所
の
二
十

三
人
を
軍
郡
に
除
す
。
《済
》

（
ｅ
）
（文
帝
、
元
嘉
二
十
八
年
＝
４
５
１
年
）
秋
七
月
甲
辰
、

安
東
将
軍
倭
王
済
、
安
東
大
将
軍
に
進
号
す
。

（ｆ
）
（孝
武
帝
、
大
明
四
年

＝
４
６
０
年
、
十
二
月
丁
未
）
倭

国
、
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《
済
》

（⑤
）
済
死
す
。
世
子
興
、
使
を
遣
わ
し
て
貢
献
す
。
世
祖
の

大
明
六
年

（４
６
２
年
、
孝
武
帝
）
、
詔
し
て
曰
く
、
「倭
王
世
子

興
、
変
世
戴

（す
な
わ
）
ち
忠
、
藩
を
外
海
に
作

（な
）
し
、
化
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を
稟

（う
）
け
境
を
寧

（や
す
）
ん
じ
、
恭
し
く
貢
職
を
修
め
、

新
た
に
辺
業
を
嗣
ぐ
。
宜
し
く
爵
号
を
授
く
べ
く
、
安
東
将
軍
倭

国
王
と
す
可
し
」
と
。

（
ｇ
）
（孝
武
帝
、
大
明
六
年
＝
４
６
２
年
、
二
月
）
壬
寅
、
倭

国
王
の
世
子
、
興
を
以
て
安
東
将
軍
と
為
す
。

（ｈ
）
（順
帝
、
昇
明
元
年
＝
４
７
７
年
）
冬
十

一
月
己
酉
、
倭

国
、
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
《
興
》

（⑥
）
興
死
し
て
弟
の
武
立
ち
、
自
ら
使
持
節
都
督
、
倭

。
百

済

・
新
羅

。
任
那

・
加
羅

・
秦
韓

・
慕
韓
七
国
諸
軍
事
、
安
東
大

将
軍
倭
国
王
と
称
す
。
順
帝
の
昇
明
二
年

（４
７
８
年
）
、
使
を

遣
わ
し
て
表
を
上
る
。
曰
く
、
「封
国
は
…
…
…

（中
略
）
…
…

以
て
忠
節
を
勤
む
」
と
。
詔
し
て
、
武
を
使
持
節
都
督
、
倭

。
新

羅

。
任
那

。
加
羅

。
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
倭

王
に
除
す
。

（ｉ
）
（順
帝
、
昇
明
二
年
＝
４
７
８
年
）
五
月
戊
午
、
倭
国
王

武
、使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
。
武
を
以
て
安
東
大
将
軍
と
為
す
。

18○

『南
斉
書
』
倭
国
伝

１９
　
建
元
元
年

（４
７
９
年
、
高
帝
）
進
め
て
新
た
に
使
持
節
都
督
、

倭

。
新
羅

。
任
那

。
加
羅

・
秦
韓

。
（慕
韓
）
六
国
諸
軍
事
、
安

東
大
将
軍
倭
王
武
に
除
し
、
号
し
て
鎮
東
大
将
軍
と
為
さ
し
む
。

○

『梁
書
』
（①
は
帝
紀
、　
ａ
は
倭
国
伝
）

２０
　
（①
）
（高
祖
武
帝
の
天
監
元
年
＝
５
０
２
年
）
鎮
東
大
将
軍
倭

王
武
を
進
め
て
征
東
将
軍
に
進
号
せ
し
む
。

２１
　
（
ａ
）
高
祖
即
位
し
、
武
を
進
め
て
征
東
将
軍
と
号
せ
し
む
。

（古
田
武
彦
著
　
『古
代
は
輝
い
て
い
た
Ⅱ
』
よ
り
）
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(添付資料 3)

□古事記の崩年十支

0推古天皇の崩年 甲申年 (624年)二月十五日癸丑日

□「倭の六王」の在位

口 倭I讃  413年 以前～ 426年
● 倭王珍  427年 ～442年
口 倭王済  443年 ～461年
口 倭]i興   462年 ～477年
● `倭王武1  478年 ～ 525年
口 倭 =11葛  526年 ～531年 3月

天  皇 干  支 西  層

神

務

哀

神

徳

中

正

器

略

体

関

連

明

崚

古

崇

成

仲

応

仁

履

反

允

雄

継

安

歓

用

崇

推

賓

卯

戌

午

卯

申

丑

午

巳

未

卯

辰

未

子

子

戌

乙

壬
甲

丁

壬

丁

甲

己

丁

乙

甲

丁

壬

戌

３・８
鶴
観
観
″
靱
僣
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獅
Й
椰
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膨
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【参
考
文
献
】

○
佃
　
収
　
著

。
古
代
史
の
提
言
①

『新

「
日
本
の
古
代
史
」
（上
）』

（次

の
号
を
収
録
）
３３
号
、

３６
号
、

３９
号
、

４５
号
、

４６
号
、

４７

号
、

４８
号
、

４９
号
、

５５
号
、

５６
号
、

５９
号
、

６０
号
、

６１
号

。
古
代
史
の
提
言
②

『新

「
日
本
の
古
代
史
」
（中
）』

（次
の
号
を
収
録
）
５３
号
、

５４
号
、

６２
号
、

６３
号
、

６４
号
、

６５

号

（２
）
、

６６
号

（２
）

・
古
代
史
の
提
言
③

『新

「
日
本
の
古
代
史
」
（下
）』

（次
の
号
を
収
録
）
５０
号
、

５７
号
、

５８
号
、

５９
号
、

６５
号

（１
）
、

６６
号

（１
）
、

６７
号

（２
）、
６８
号
、

６９
号

（１
）、
６９
号

（２
）
、

７０
号

（１
）
、

７０
号

（２
）

（注
）

こ
れ
ら
の
著
書
は
、
出
版
者
が
廃
業
し
た
た
め

一
般
の
書

店
で
は
販
売
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
「購
入
方
法
」
等
に
つ
い
て
は
次

の

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
「古
代
史
の
提
言
」
シ
リ
ー
ズ
、
「古
代
史
の
復
元
」
シ
リ
ー

ズ
は

「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

○
ホ
ー

ム

ペ
ー
ジ

。
一
の
Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｏ
”
Ｏ
∽
”
口
］
Ｃ
・０
０
【●

○
佃
　
収
　
著

・
古
代
史
の
復
元
①

・
古
代
史
の
復
元
②

・
古
代
史
の
復
元
③

・
古
代
史
の
復
元
④

・
古
代
史
の
復
元
⑤

。
古
代
史
の
復
元
⑥

・
古
代
史
の
復
元
⑦

・
古
代
史
の
復
元
③

『倭
人
の
ル
ー
ツ
と
渤
海
沿
岸
』

『伊
都
国
と
渡
来
邪
馬
萱
国
』

『神
武

。
崇
神
と
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
』

『四
世
紀
の
北
部
九
州
と
近
畿
』

『倭
の
五
王
と
磐
井
の
乱
』

『物
部
氏
と
蘇
我
氏
と
上
官
王
家
』

『天
智
王
権
と
天
武
王
権
』

『天
武
天
皇
と
大
寺
の
移
築
』


